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1
．
極
め
て
濃
厚
な
内
容
の
パ
ク
ト
法
（loi PA

CT
E

）
が
、
議
会

で
の
果
て
し
な
く
長
い
審
議
を
経
た
後
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
一
日

に
採
択
さ
れ
た
。
同
法
は
、
政
府
に
対
し
て
、
多
様
か
つ
多
岐
に
わ

た
る
諸
規
定
に
つ
き
、
二
年
間
の
期
間
内
に
担
保
法
を
改
正
す
る
こ

と
を
認
め
て
い
る（

（
（

。
パ
ク
ト
法
六
〇
条
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
担

保
の
設
定
を
、
取
引
が
事
業
目
的
で
な
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
禁
止

し
て
い
る
民
法
典
一
一
七
五
条
の
現
代
化
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が（

（
（

、
同
六
〇
条
は
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
協
会

の
支
援
の
下
、「
新
」
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、

二
〇
一
七
年
に
公
表
さ
れ
た
担
保
法
改
正
準
備
草
案
（A

vant-

projet de réform
e du droit des sûretés

）
の
案
内
役
を
務
め

て
き
た
指
導
原
理
を
と
り
わ
け
詳
細
に
再
録
し
た
も
の
で
あ
る（

（
（

。
同

委
員
会
に
は
、
本
稿
の
被
献
呈
者
で
あ
り
、
私
の
指
導
教
授
か
つ
友

人
で
も
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
（Pierre Crocq

）
が
極
め
て

積
極
的
に
関
与
さ
れ
て
い
る
。
概
ね
そ
の
よ
う
な
見
方
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
仮
に
周
辺
部
分
で
一
定
の
調
整
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、

こ
の
仕
組
み
の
主
要
な
内
容
は
実
定
法
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

（
（

。
も
っ

と
も
、
立
法
の
整
合
性
に
配
慮
し
て
、
パ
ク
ト
法
六
〇
条
一
四
号
は
、

担
保
法
と
倒
産
手
続
法
を
で
き
る
限
り
連
動
さ
せ
る
た
め
に
、
担
保

法
の
改
正
は
倒
産
手
続
法
の
改
正
と
協
働
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ン
ソ
ー
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し
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
二
つ
の
法
を
互
い
に
無
関
係
に
は

改
正
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
公
権
力
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
歓

迎
す
べ
き
で
あ
る（

（
（

。
か
な
り
古
典
的
で
は
あ
る
が
、
準
備
草
案
の
全

体
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
規
模
の
大
小
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
の

各
改
正
に
特
有
の
二
重
の
目
的
が
引
き
出
さ
れ
る（

（
（

。
ま
ず
は
、
法
的

安
定
性
、
そ
し
て
そ
れ
に
呼
応
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
の
魅
力
を
確
保
す

る
た
め
に
、
担
保
法
の
読
み
易
さ
を
明
確
に
し
か
つ
改
良
す
る
こ
と

で
あ
る
。
次
い
で
、
た
と
え
解
決
不
能
な
問
題
を
探
求
す
る
こ
と
に

な
る
と
し
て
も
、
担
保
を
有
す
る
債
権
者
ま
た
は
有
し
な
い
債
権
者

の
利
益
と
、
債
務
者
お
よ
び
担
保
設
定
者
の
利
益
の
間
の
均
衡
を
確

保
し
つ
つ
、
信
用
供
与
ひ
い
て
は
経
済
活
動
の
資
金
調
達
を
容
易
に

す
る
た
め
に
、
担
保
法
の
実
効
性
を
強
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て

い
る
。
設
定
者
を
十
分
に
保
護
す
る
と
い
う
要
求
と
、
そ
の
余
波
と

し
て
過
剰
な
紛
争
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
保
護
は
与
え
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
要
請
と
の
間
に
慎
重
に
カ
ー
ソ
ル
を
置
く
こ
と
に
は
極
め

て
困
難
が
伴
う
こ
と
は
、
誰
も
が
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

実
質
的
に
は
、
第
四
編
担
保
編
の
創
設
以
来
一
〇
年
が
経
過
し
た

こ
と
に
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
改
正
の
検
証
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
信
託
の
導
入
、
そ
れ
に
関
連
し
た
数
々
の
対

応
な
ど
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
修
正
も
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
補
充

や
補
正
を
行
う
べ
き
必
要
性
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る（

（
（

。
今
回
提

案
さ
れ
た
改
正
は
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
の
精
神
に
従
っ
て
冗
長

な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
お
り
、
実
務
の
正
統
な
要

請
に
応
じ
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
起
こ
り
う
る
法
的
問
題
の
細
部
に
ま

で
解
決
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味

で
、
担
保
全
体（

（
（

や
物
的
担
保
全
体（

（1
（

に
共
通
す
る
指
導
原
理
を
明
文
化

す
る
こ
と
は
重
要
な
改
革
で
は
あ
る
が
、
全
員
の
合
意
を
得
る
の
に

苦
労
し
て
い
る（

（1
（

。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
く
つ
か
の
も
の
は

予
想
外
の
射
程
を
も
つ
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
に
、
大
い
に
議
論
の

余
地
が
あ
る（

（1
（

。
特
に
、
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
に
「
微

妙
」
す
ぎ
る
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
改
正
の
際

に
、
議
会
が
こ
の
契
約
を
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
修
正
す
る
可
能

性
を
政
府
に
与
え
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
た
め（

（1
（

、
立
法
授
権
が
な
さ
れ

ず
、
手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
準
備
草
案
に
お

い
て
は
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
準
備
草
案
は
、
保
証
制
度
に
つ

い
て
は
実
質
的
な
修
正
を
明
確
に
提
案
し
て
い
る
が
、
他
方
、
保
証

と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
他
の
人
的
担
保
に
つ
い
て
は
、

保
証
と
比
べ
る
と
か
な
り
控
え
め
と
な
っ
て
い
る
。
物
的
担
保
に
つ

い
て
起
こ
り
う
る
変
化
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
分
析
す
る
と
、
人
的
担
保
法
は
、
準
備
草

案
に
よ
っ
て
部
分
的
に
再
考
さ
れ
て
い
る
が
（
Ⅰ
）、
物
的
担
保
の

制
度
は
、
局
所
的
に
手
直
し
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
Ⅱ
）。



二〇一七年フランス担保法改正準備草案に関する一考察

87

Ⅰ　

部
分
的
に
再
考
さ
れ
る
人
的
担
保
法

2
．
準
備
草
案
が
人
的
担
保
法
の
一
部
に
し
か
手
直
し
を
加
え
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
保
証
と
、
独
立
担
保
お
よ
び
念
書

（lettre d

’intention
）
の
取
扱
い
の
明
白
な
差
異
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
。
実
際
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
新
委
員
会
は
、
も
っ
ぱ
ら
保
証
の
制

度
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
一
連
の
定
義
規
定
の
導
入（

（1
（

や
一
定
の
準
則

へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
を
補
完
し
う
る
定
式
の
利
用（

（1
（

と
い
っ
た
形
式

面
の
改
良
を
行
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
証
契
約
法
の
実
質
に
直
接
に

関
わ
る
指
導
原
理
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、

保
証
規
範
の
内
容
の
合
理
化
を
め
ざ
す
保
証
法
の
大
革
新
は
、
そ
の

内
容
の
濃
さ
と
い
う
点
で
、
他
の
人
的
担
保
制
度
に
つ
い
て
現
行
規

定
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
（
Ａ
）。
こ
の
こ
と

は
、
他
の
人
的
担
保
の
領
域
に
お
い
て
は
、
特
に
当
事
者
の
自
由
を

抑
制
し
な
い
た
め
に
現
行
規
定
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
改
正
の
推
進

者
の
意
思
を
物
語
っ
て
い
る
（
Ｂ
）。

Ａ
．
保
証
法
の
合
理
化

3
．
政
府
へ
の
立
法
授
権
が
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
保
証
制
度

が
二
〇
〇
六
年
改
正
の
光
栄
に
浴
し
な
か
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
記
憶

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
出
来
事
に
照
ら
し
て
み

る
と
、
二
〇
一
七
年
の
準
備
草
案
が
、
か
つ
て
二
〇
〇
五
年
の
グ
リ

マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
た
修
正
提
案（

（1
（

の
多
く
を

再
録
し
て
い
る
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
五
年
の

準
備
提
案
は
す
で
に
、
立
法
や
判
例
の
展
開
に
任
せ
て
複
雑
か
つ
不

明
瞭
と
な
っ
て
い
た
仕
組
み
を
修
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

前
回
と
同
様
に
今
回
の
準
備
草
案
で
も
、
保
証
法
の
合
理
化
と
い
う

目
的
は
、
当
該
人
的
担
保
に
関
す
る
断
片
的
な
諸
準
則
を
可
能
な
限

り
唯
一
の
法
典
で
あ
る
民
法
典
の
中
に
集
結
さ
せ
る
と
い
う
選
択
に

現
れ
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
準
備
草
案
は
、
一
部
は
冗
長

で
あ
っ
た
り
、
複
数
の
条
文
中
に
危
な
っ
か
し
く
散
在
し
て
い
た
り

す
る
複
数
の
規
定
を
一
つ
の
適
切
な
規
定
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て

お
り
、
新
規
定
は
、
関
係
規
定
の
類
型
ご
と
に
民
法
典
の
中
に
収
ま

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
文
脈
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
多
く
の
条
文
は
実
定
法
か
ら
消
し
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

保
証
法
改
正
に
関
し
て
、
法
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
複
雑
化
と

効
率
的
に
闘
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
の
よ
う
な
立
法
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
手
書
記
載
事
項（

（1
（

、
担
保
提
供
者
の
義
務
の
比
例
原
則
の

要
請（

（1
（

、
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
毎
年
の
自
動
的
な
情
報
提
供
義

務
（
（2
（

な
い
し
主
債
務
者
の
不
履
行
の
場
合
に
の
み
生
じ
る
情
報
提
供
義
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務
（
（2
（

と
い
っ
た
領
域
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

保
証
法
を
修
復
し
、
一
定
の
悪
習
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
意

思
は
、
保
証
契
約
に
適
用
さ
れ
う
る
諸
規
定
の
規
定
ぶ
り
が
め
ざ
ま

し
く
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
比
例
性
を

欠
い
た
保
証
に
関
し
て
は
、
消
費
法
典
に
由
来
す
る
「
オ
ー
ル
・
オ

ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
」
と
い
う
惨
憺
た
る
仕
組
み
の
削
除
が
そ
う
で
あ

る
。
法
技
術
的
に
、
準
備
草
案
は
、
担
保
提
供
者
の
負
担
す
る
債
務

額
と
担
保
提
供
者
の
収
入
お
よ
び
資
産
の
間
で
確
認
さ
れ
た
不
均
衡

に
つ
い
て
、
保
証
額
の
単
な
る
減
額
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え

よ
う
と
し
て
い
る（

（2
（

。
し
か
し
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
準
備
草
案
が
、

あ
い
ま
い
な
判
例
が
事
業
者
た
る
債
権
者
に
負
わ
せ
て
い
る
警
告
義

務
（devoir de m

ise en garde

）
の
帰
趨
を
検
討
し
な
か
っ
た
こ

と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る（

（2
（

。
警
告
義
務
と
い
う
概
念
に
安
定
し
た
規

律
を
与
え
、
過
大
保
証
の
法
的
禁
止
と
の
部
分
的
な
重
複
す
ら
な
く

す
こ
と
を
最
優
先
に
し
た
方
が
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（2
（

。
保
証

人
の
手
書
記
載
事
項
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
た
形
式
重
視
主
義
も

手
直
し
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
立
法
者
に
よ
っ
て
予
め
決
定
さ
れ
た
定
式
文

言
の
せ
い
で
生
じ
た
制
御
不
能
な
状
態
は
学
説
か
ら
も
実
務
か
ら
も

糾
弾
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

（2
（

。
不
完
全
な
、
あ
る
い
は
多
少
な
り
と

も
軽
度
の
形
式
違
背
の
あ
る
手
書
記
載
を
め
ぐ
っ
て
今
日
存
在
し
て

い
る
大
量
の
紛
争
を
な
く
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
準
備
草
案
の
起
草

者
た
ち
は
、
現
行
法
の
形
式
重
視
主
義
の
大
幅
な
緩
和
に
努
め
て
い

る
。
起
草
者
た
ち
が
求
め
る
の
は
、
自
然
人
保
証
人
が（

（2
（

、「
保
証
人

と
し
て
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
負
う
債
務
を
債
務
者
が
履
行

し
な
い
と
き
に
、
文
字
と
数
字
で
表
示
さ
れ
た
元
本
及
び
従
た
る
債

務
の
額
を
限
度
と
し
て
、
債
権
者
に
支
払
う
義
務
を
負
う
」
こ
と
を

表
示
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
連
帯
保
証
の
場
合
に
は
、
手
書
記
載
事

項
の
中
で
、「
連
帯
し
て
義
務
を
負
い
、
債
権
者
に
対
し
、
ま
ず
初

め
に
債
務
者
に
訴
求
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
そ
の
訴
権
を
保
証
人
間
で
分
別
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
の
は
保
証
人
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
対

象
と
な
る
保
証
人
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
予
め
決
定
さ
れ
た
定
式
文

言
を
あ
ち
こ
ち
に
書
き
写
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

手
書
記
載
事
項
の
簡
略
化
に
踏
み
出
し
た
こ
と
が
賞
賛
に
値
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、
準
備
草
案
は
、
お

そ
ら
く
、
時
流
に
迎
合
し
て
自
己
の
論
理
を
突
き
詰
め
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
改
正
の
推
進

者
は
、
有
効
要
件
と
し
て
の
手
書
記
載
事
項
の
強
制
を
完
全
に
廃
止

し
て
、
こ
の
方
式
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
長
い
間
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
単
な
る
証
拠
要
件
と
し
た
方
が
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ

の
観
点
か
ら
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
教
授
が
真
摯
に
取
り
組
ん
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だ
ア
フ
リ
カ
商
事
法
調
和
機
構
（
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｄ
Ａ
）
の
担
保
法
の
近
時

の
改
正
を
、
こ
の
点
に
関
す
る
指
針
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
が
で
き

た
は
ず
で
あ
る（

（2
（

。

4
．
保
証
法
に
関
す
る
主
要
な
変
更
事
項
の
う
ち
、
特
に
準
備
草
案

二
二
九
九
条
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
は
次
の
よ
う

に
提
案
す
る
。「
保
証
人
は
、
全
て
の
人
的
抗
弁
又
は
負
債
に
内
在

す
る
抗
弁
を
債
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
実
際
、
分
析

す
る
と
、
本
条
は
、
保
証
契
約
の
制
度
を
簡
略
化
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い（

（2
（

。
本
条
は
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
分
野
に
歓
迎

さ
れ
る
一
貫
性
を
完
全
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
多

数
の
判
例
が
、
担
保
提
供
者
が
対
抗
で
き
る
抗
弁
の
適
用
範
囲
を
制

限
す
る
た
め
の
便
宜
と
し
て
、
主
た
る
債
務
者
の
人
的
抗
弁
と
主
た

る
債
務
者
の
負
債
に
内
在
す
る
抗
弁
の
区
別
を
手
段
と
し
て
躊
躇
な

く
用
い
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る（

（2
（

。
破
毀
院
は
、
保

証
に
関
す
る
上
述
の
区
別
の
歴
史
的
起
源
を
軽
視
し
て
お
り（

（3
（

、
さ
ら

に
、
重
大
な
法
的
不
安
定
を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
援
用

さ
れ
た
防
御
手
段
を
人
的
な
抗
弁
と
負
債
に
内
在
す
る
抗
弁
の
い
ず

れ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
振
り
分
け
る
た
め
に
用
い
て
い
た
基
準
を
特

定
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
本
条
の
推
し
進
め
る
抗
弁

の
対
抗
可
能
性
の
正
常
な
機
能
の
回
復
が
、
担
保
提
供
者
を
犠
牲
に

し
て
債
権
者
が
不
当
に
利
得
を
得
る
こ
と
を
回
避
し
、
債
権
者
の
不

安
を
和
ら
げ
得
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
、
同
様
の

解
決
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
が
援
用
し
う
る
防
御
手
段
に

つ
い
て
す
で
に
と
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
理
解
が
困

難
で
あ
っ
た
判
例
を
変
更
す
る
意
思
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る（

（3
（

。

5
．
一
般
に
、
準
備
草
案
の
起
草
者
は
、
担
保
管
理
の
自
由
の
原
則

の
推
進
に
好
意
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
証
拠
に
、
た
と
え

ば
準
備
草
案
二
三
一
九
条
が
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
法
定
担
保
権

者
の
有
す
る
債
権
が
保
証
に
よ
っ
て
も
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
典

型
的
場
面
に
つ
い
て
も
、
法
定
担
保
権
者
に
非
代
位
の
利
益
が
あ
る

た
め
、
人
的
担
保
の
設
定
者
は
登
記
の
欠
缺
を
理
由
に
法
定
担
保
権

者
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
条
は
、
法

定
担
保
権
者
が
そ
の
登
記
を
す
る
か
し
な
い
か
を
自
由
に
決
定
す
る

権
能
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
準
備
草
案
の

起
草
者
が
、
保
証
人
が
債
務
額
に
応
じ
た
免
責
を
得
る
た
め
に
資
金

貸
付
の
貸
主
の
先
取
特
権
の
公
示
の
欠
缺
を
債
権
者
に
対
抗
で
き
る

と
認
め
た
有
名
な
判
例（

（3
（

を
変
更
し
よ
う
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

疑
い
の
余
地
が
な
い
。
実
務
で
は
、
当
該
先
取
特
権
の
登
記
を
適
切

に
回
避
し
て
予
定
取
引
の
全
体
費
用
を
抑
え
る
た
め
に
多
く
の
案
件

で
保
証
が
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
破
毀
院
の
立
場
が
批
判
の
的

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
準
備
草
案
は
、「
保
証

人
は
、（
…
…
）
債
権
者
に
よ
る
担
保
の
実
行
方
法
の
選
択
を
自
己
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の
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
、
代
位
の
利
益

を
も
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
担
保
の
た
め

に
提
供
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
裁
判
に
よ
る
付
与
を
請
求
す
る
権
能

を
行
使
し
な
く
て
よ
い
と
信
じ
て
い
た
債
権
者
に
対
し
て
、
代
位
の

利
益
を
援
用
し
て
い
た
保
証
人
の
主
張
に
与
し
た
破
毀
院
商
事
部
の

判
例（

（3
（

の
見
直
し
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
改
正
の
推
進
者

は
、
債
権
者
に
自
己
の
担
保
の
実
行
方
法
を
強
制
す
る
こ
と
が
債
権

者
の
自
由
を
害
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
考

え
は
、
準
備
草
案
民
法
典
二
二
八
六
―
四
条
の
中
に
よ
り
高
度
に
普

遍
化
さ
れ
た
形
で
見
出
さ
れ
る
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
債
権
者
は
担
保
の
実
行
方
法
を
自
由
に
選
択
す
る
。
債
権
者
が
複

数
の
担
保
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
実
行
の
順
序
に
つ
い
て
自
由
で

あ
る
」。

6
．
保
証
法
の
合
理
化
に
向
け
た
努
力
は
、
保
証
人
の
「
支
払
前
」

求
償
制
度
に
つ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
修
正
に
も
透
け
て
見
え
る
。
現

行
規
定
は
、
債
権
者
に
ま
だ
支
払
っ
て
い
な
い
担
保
提
供
者
が
、

「
予
防
的
」
求
償
の
名
目
で
主
た
る
債
務
者
か
ら
一
定
額
の
金
銭
を

取
得
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
、
新
た
な
措
置
は
、
支
払

前
の
保
証
人
の
権
利
を
、「
債
務
者
の
全
て
の
財
産
上
に
被
保
証
額

の
限
度
で
担
保
を
設
定
す
る
こ
と
を
裁
判
上
請
求
す
る
」
権
能
に
限

定
す
る
。
た
し
か
に
、
事
前
求
償
に
関
す
る
実
定
法
の
現
状
を
正
当

化
す
る
た
め
に
、
事
前
求
償
と
し
て
付
与
さ
れ
る
金
額
は
、
保
証
人

が
被
る
リ
ス
ク
の
悪
化
を
償
う
た
め
の
賠
償
と
分
析
さ
れ
る
と
い
う

考
え
が
強
調
さ
れ
得
た（

（3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
性
質
決
定

す
る
こ
と
は
ま
さ
に
予
防
的
求
償
の
本
質
と
あ
ま
り
調
和
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
予
防
的
求
償
は
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
の
提
案

に
沿
っ
て
、
主
た
る
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
保
全
措
置
を
設
定
す

る
形
を
と
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
他
の
条
文
と
同
様
、
準
備
草
案
二

三
一
五
条
に
よ
っ
て
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
が
保
証
と
い
う
制
度

の
改
革
を
主
軸
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

同
委
員
会
が
他
の
人
的
担
保
の
処
遇
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
他
の
人

的
担
保
に
つ
い
て
は
現
行
規
定
の
大
部
分
に
つ
い
て
価
値
を
認
め
て

い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
他
の
担
保
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
大

半
が
現
状
維
持
と
な
っ
て
い
る
。

Ｂ
．
他
の
人
的
担
保
制
度
の
維
持

7
．
パ
ク
ト
法
が
保
証
の
み
を
改
正
対
象
と
し
て
他
の
人
的
担
保
を

改
正
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
目
見
て
驚
く
べ
き
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
政
府
の
担
保
法
の
改
正
権
限
は
、
独
立
担
保

や
念
書
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
担
保
に
つ

い
て
の
準
備
草
案
の
内
容
に
対
す
る
公
権
力
に
よ
る
不
信
の
一
形
態
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を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全

く
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
新
」
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
は
、
独
立

担
保
に
関
し
て
は
微
調
整
を
提
案
し
た
に
す
ぎ
ず
、
念
書
に
つ
い
て

は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
民
法
典
二
三

二
二
条
に
つ
い
て
何
の
修
正
も
検
討
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、
準
備
草
案
の
条
文
は
、
こ
れ
に
関
す
る
実
定
法
を
、

大
筋
に
お
い
て
、
規
定
に
よ
っ
て
は
句
読
点
を
除
い
て
そ
の
ま
ま
、

再
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
育
的
配
慮
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
二
つ
の

担
保
に
関
す
る
条
文
の
条
文
番
号
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
忘
れ

は
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
独
立
担
保
に
関
す
る
民
法
典
二
三

二
一
条
の
形
式
的
な
規
定
方
法
に
つ
い
て
、
準
備
草
案
は
、
三
項
で

は
な
く
二
項
に
抗
弁
の
対
抗
不
能
と
い
う
主
要
な
準
則
を
お
く
こ
と

に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
順
序
の
前
後
入
替
え
の
ほ
か

に
、
準
備
草
案
の
起
草
者
は
、
不
完
全
な
文
言
を
修
正
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
受
益
者
と
要
請
者
の
「
共
謀
」（collusion

）
と
い
う

文
言
は
、
よ
く
言
っ
て
も
、
詐
害
（fraude

）
概
念
に
対
し
て
蛇
足

と
な
り
、
悪
く
言
う
と
、
実
務
の
現
実
と
少
々
ズ
レ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る（

（3
（

。
準
備
草
案
二
三
二
一
条
三
項
は
、
よ
り
簡
潔
に
、
担
保

提
供
者
は
、「
明
ら
か
な
濫
用
又
は
詐
害
の
場
合
に
は
義
務
を
負
わ

な
い
」
と
規
定
す
る
。
一
部
の
学
説
は
、
改
正
の
推
進
者
が
、
居
住

用
賃
貸
借
に
お
け
る
独
立
担
保
の
利
用
に
関
す
る
特
別
の
準
則（

（3
（

や
、

消
費
信
用
に
関
し
て
存
在
す
る
禁
止（

（3
（

以
外
の
場
面
で
、
自
然
人
に
よ

る
独
立
担
保
の
引
受
け
を
で
き
る
場
合
を
枠
づ
け
、
あ
る
い
は
一
律

か
つ
単
純
に
禁
止
す
る
た
め
に
、
現
行
規
定
に
つ
い
て
熟
考
す
る
機

会
を
捉
え
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
と
評
し
て
い
る（

（3
（

。
そ
し
て

実
際
に
、
自
然
人
が
念
書
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
多
か

れ
少
な
か
れ
一
般
に
、
保
証
の
み
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で

あ
る
と
つ
け
加
え
る
論
者
も
い
る（

（4
（

。
こ
れ
ら
の
分
析
は
、
契
約
自
由

の
極
端
な
制
限
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
副
作
用
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
。
実
際
、
国
内
法
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
担
保
の
単
純
な
禁

止
は
、
経
済
取
引
の
主
体
が
、
自
然
人
で
あ
る
担
保
提
供
の
候
補
者

に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
指
図
や
請
合
の
よ
う
に
、
潜
在
的
に
さ
ら

に
危
険
な
法
的
手
段
を
強
要
す
る
こ
と
を
も
た
ら
し
う
る（

（4
（

。
仮
に
独

立
担
保
と
念
書
を
よ
り
抜
本
的
に
規
制
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
―
―
こ
れ
は
自
明
の
理
で
は
な
い
が
―
―
、

最
も
賢
明
な
方
法
は
、
あ
る
論
者
が
提
案
す
る
よ
う
に
、
保
証
の
規

定
を
よ
り
絞
り
込
ん
だ
う
え
で
そ
の
都
度
準
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

処
理
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う（

（4
（

。
こ
れ
に
関
係
す
る
条
文
を
順
不
同
で
挙

げ
る
と
、
民
法
典
一
四
一
五
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
準
則（

（4
（

、
人
的

求
償
と
代
位
に
よ
る
求
償
に
関
す
る
諸
規
定（

（4
（

、
ま
た
、「
生
存
の
た

め
の
最
低
財
産
」
の
利
益
は（

（4
（

、
こ
れ
ら
二
つ
の
担
保
に
準
用
さ
れ
る
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だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
比
例
性
の
要
請（

（4
（

、
有
効
要
件
と
し
て
の
方
式

の
要
請（

（4
（

、
情
報
提
供
義
務（

（4
（

、
代
位
の
利
益（

（4
（

の
よ
う
な
他
の
規
定
は
、

独
立
担
保
の
み
を
対
象
と
す
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ど
の
条
文
が

明
ら
か
に
準
用
対
象
と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
保
証
制
度
の
前
述
の
様
々
な
点
の
準
用
に
当
た
っ
て

独
立
担
保
と
念
書
を
ど
う
区
別
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
学
説
が
一
致

し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
非
常
に
困
難
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
新
」
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員

会
は
、
同
委
員
会
が
「
人
的
担
保（

（5
（

」
と
し
て
与
え
た
定
義
に
、
少
な

く
と
も
部
分
的
に
含
ま
れ
う
る
他
の
担
保
の
制
度
、
す
な
わ
ち
「
物

上
保
証
」
に
一
層
の
配
慮
を
し
て
い
る
。

8
．
準
備
草
案
の
起
草
者
は
、
他
の
論
者
と
同
様
に（

（5
（

、
他
人
の
た
め

の
物
的
担
保
が
人
的
担
保
と
物
的
担
保
の
対
比
を
乗
り
越
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
他
人
の
た
め
の
物
的
担
保
の
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
な
性
格
を
強
調
し
、
複
合
的
な
制
度
を
認
め
よ
う
と
し
て
い

る
（
（5
（

。
二
〇
〇
五
年
以
来（

（5
（

、
判
例
は
、
こ
の
信
用
担
保
を
「
純
粋
な
物

的
担
保
」
と
す
る
分
析
を
か
た
く
な
に
貫
き
、
さ
ら
に
、
最
近
は
、

破
毀
院
が
他
人
の
た
め
の
物
的
担
保
の
設
定
者
か
ら
代
位
の
利
益
を

奪
い
取
る
に
至
っ
て
い
る
が（

（5
（

、
準
備
草
案
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
わ
し

く
、
異
論
の
多
い
判
例
に
見
切
り
を
つ
け
、
当
該
担
保
を
保
証
の
軌

道
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
こ
の
契
約
が
、
保
証
の

性
質
と
物
的
担
保
の
性
質
を
同
時
に
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
ど
う

や
っ
て
否
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
こ
の
契

約
は
、
他
人
の
債
務
を
担
保
し
、
担
保
設
定
者
の
財
産
を
他
人
の
支

払
不
能
の
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
保
証
と
し
て
の
性
質

を
備
え
て
い
る
。
こ
の
義
務
が
及
ぶ
対
象
が
設
定
者
の
積
極
財
産
の

一
つ
に
限
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
。
一
つ
で
あ
っ
て
も

資
産
の
大
部
分
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
こ
の
担
保

が
、
設
定
者
の
全
資
産
を
引
き
当
て
と
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
財
産

の
価
値
を
優
先
的
・
排
他
的
に
充
当
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
契
約

は
物
的
担
保
の
性
質
も
備
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
と
り
わ
け
こ

こ
で
の
問
題
は
、
こ
の
人
的
担
保
に
固
有
の
準
則
と
、
設
定
者
の
都

合
に
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
た
物
的
担
保
に
関
す
る
規
定
を
連
携
さ
せ

る
要
請
に
関
係
す
る（

（5
（

。
ま
た
、
担
保
設
定
者
が
原
則
的
に
保
証
法
に

固
有
の
防
御
方
法
や
求
償
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
対

象
と
な
る
仕
組
み
の
分
配
法
則
と
相
互
作
用
を
確
保
す
る
仕
組
み
を

考
案
す
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
多
く
の
紛
争
に

照
ら
す
な
ら
ば
、「
新
」
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
が
物
上
保
証
の
制

度
に
適
用
さ
れ
な
い
保
証
法
の
条
文
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
お
く
べ

き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
だ
ろ
う（

（5
（

。
こ
の
よ
う
に
、
―
―
人

的
ま
た
は
物
上
―
―
保
証
契
約
は
光
栄
に
も
準
備
草
案
の
対
象
に

な
っ
た
が
、
準
備
草
案
が
物
的
担
保
法
に
つ
い
て
も
局
所
的
に
条
文
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の
手
直
し
を
行
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

Ⅱ　

局
所
的
に
手
直
し
さ
れ
る
物
的
担
保
法

9
．
物
的
担
保
は
、
二
〇
〇
六
年
に
本
格
的
に
刷
新
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
改
正
の
推
進
者
に
よ
っ
て
単
な
る
調
整
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
本
準
備
草
案
は
、
こ
こ
で
は
、
内
容
を
そ
れ
ほ
ど
改

革
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
の
成
果
を
よ
り
明
確
か
つ
強
固
に
す
る
た
め
に
断
固
と

し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本

準
備
草
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
一
元
的
な
物
的
担
保
（sûreté 

réelle unique

）
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と（

（5
（

主
張
す
る
一
派
か
ら
す

る
と
、
そ
の
望
む
と
こ
ろ
か
ら
は
懸
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
一
元
的
な
物
的
担
保
と
い
う
考
え
方
は
、
多
く
の
点
か

ら
批
判
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
準
備
草
案
は
、

伝
統
的
な
物
的
担
保
（sûretés réelles traditionnelles

）
の
完

成
に
注
力
を
傾
け
つ
つ
（
Ａ
）、
排
他
的
な
物
的
担
保
（sûretés 

réelles exclusives

）
の
推
進
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
Ｂ
）。

Ａ
．
伝
統
的
な
物
的
担
保
の
完
成

10
．
伝
統
的
な
物
的
担
保
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
配
慮
は
、
準
備

草
案
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。「
設

定
者
か
ら
の
占
有
移
転
を
伴
っ
て
債
務
の
担
保
と
し
て
不
動
産
を
充

当
す
る
こ
と
」
を
実
現
す
る
契
約
を
示
す
表
現
と
し
て
、
不
動
産
質

に
つ
き
、« gage im

m
obilier » 

に
代
え
て« antichrèse » 

と

い
う
呼
称
を
正
式
に
復
活
さ
せ
る
点
は（

（5
（

、
そ
れ
は
そ
れ
で
歓
迎
で
き

る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
改
正
の
推
進
者
が
、
物
的
担
保
の

領
域
に
多
数
存
在
し
て
い
る
特
別
な
制
度
を
廃
止
し
よ
う
と
し
て 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
旅
客
の
荷
物
に
対
す
る
宿
泊
業
者
の
先
取
特 

権
な
ど
、
い
く
つ
か
の
担
保
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ

と
か
ら
、
改
正
準
備
草
案
は
、
そ
れ
ら
の
廃
止
を
提
案
し
て
い
る（

（5
（

。

二
〇
〇
六
年
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
一
般
法
と
し
て
の
質
権
制
度
が

導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
不
要
と
な
っ
た
担
保
に
つ
い
て
も
同
様
の
運

命
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
戦
時
品
在
庫

ワ
ラ
ン
ト
（w

arrant des stocks de guerre

）、
産
業
ワ
ラ 

ン
ト
（w

arrant industriel

）、
ホ
テ
ル
ワ
ラ
ン
ト
（w

arrant 
hôtelier

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
律
上
の
大
掃
除
と
い
う
目

的
に
照
ら
せ
ば
、
改
正
を
利
用
し
て
、
か
さ
ば
っ
て
邪
魔
と
な
っ
た

商
法
典
上
の
「
在
庫
質
権
（gage des stocks

）」
を
廃
止
し
て
し

ま
っ
た
方
が
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う（

（6
（

。
他
方
、
準

備
草
案
が
規
定
す
る
準
則
か
ら
あ
ら
ゆ
る
結
論
を
導
き
出
し
た
結
果

と
し
て
、
商
事
質
権
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
準
備
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草
案
が
、
商
事
質
権
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
特
別
な
実
行
方
法
―
―
設

定
者
に
な
さ
れ
た
単
な
る
通
知
か
ら
八
日
後
に
公
売
を
な
す
方
法

―
―
を
、
事
業
目
的
で
設
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
質
権
に
拡
大
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（6
（

。
最
後
に
、
パ
ク
ト
法
六
〇

条
が
、
動
産
担
保
の
簡
素
化
の
動
き
は
、
民
法
典
上
、
商
法
典
上
お

よ
び
通
貨
金
融
法
典
上
の
特
別
担
保
の
制
度
の
改
変
に
よ
っ
て
も
実

現
さ
れ
る
と
強
調
し
て
い
る
点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
動
車
質
権
の
状
況
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
例
外
と
な
る
が（

（6
（

、

こ
の
点
に
つ
い
て
改
正
準
備
草
案
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
現
段
階
で
、
当
該
改
変
が
正
確
に
ど
の
領
域
で
な
さ
れ
る
か
を

明
確
に
突
き
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

11
．
伝
統
的
な
物
的
担
保
の
公
示
方
法
は
、
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た

法
的
武
器
で
あ
る
が
、
準
備
草
案
に
よ
っ
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
準
備
草
案
は
特
に
動
産
物
的
担
保
に
つ
い
て
公
示
の
仕

組
み
の
合
理
化
を
提
案
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
今
日
、
商
事
裁

判
所
書
記
課
に
な
さ
れ
て
い
る
非
占
有
動
産
質
権
の
公
示
を
唯
一
の

登
記
簿
（registre

）
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
登
記
（inscriptions
）

を
集
中
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
っ
て
、

農
業
ワ
ラ
ン
ト
、
石
油
ワ
ラ
ン
ト
、
在
庫
質
権
、
民
事
会
社
持
分
権

質
権
（nantissem

ent de parts de société civile

）
お
よ
び
設

備
機
械
質
権
（nantissem

ent de m
atériel et outillage

）
が
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。
自
動
車
質
権
に
つ
い
て
も
解
決
を
広
げ
る
の
が

よ
い
と
考
え
る
人
々
も
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
準
備
草
案
に
お
い

て
、
自
動
車
質
権
は
特
別
担
保
と
し
て
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

対
抗
の
特
殊
な
方
式
に
関
す
る
規
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い（

（6
（

。
こ
の
よ
う
な
統
一
化
さ
れ
た
公
示
が
関
係
す
る
の
は
、
有
体

財
産
に
つ
い
て
の
担
保
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質

を
有
す
る
一
般
化
さ
れ
た
公
示
手
段
の
導
入
は
、
特
に
債
権
に
関
す

る
担
保
に
つ
い
て
は
、
債
権
に
関
す
る
紛
争
の
予
防
や
解
決
に
つ
な

が
る
と
い
う
、
公
示
に
よ
り
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
ま
り
大
き
い

も
の
だ
と
は
い
え
ず
、
信
用
コ
ス
ト
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
論
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
占
有
質
権
に
つ
い
て
、

準
備
草
案
が
、「
第
三
者
の
手
元
へ
の
占
有
移
転
は
、
そ
の
第
三
者

が
財
産
の
実
効
的
な
管
理
を
な
し
、
か
つ
設
定
者
が
そ
の
義
務
を
遵

守
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
財
産
の
移
転
な
く
し
て
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う（

（6
（

。

民
法
典
の
中
に
、
債
権
者
が
、
住
居
す
な
わ
ち
設
定
者
の
事
務
所
に

お
け
る
第
三
者
占
有
委
託
を
伴
う
質
権
（gage avec 

entiercem
ent

）
を
取
得
す
る
可
能
性
を
明
文
で
規
定
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
頻
繁
に
利
用
し
て
い
る
信
用
機
関
を
満
足
さ
せ
う
る
も
の
で

あ
る（

（6
（

。
と
こ
ろ
で
、
不
動
産
物
的
担
保
の
対
抗
の
ル
ー
ル
も
ま
た
、

起
草
者
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
準
備
草
案
は
、



二〇一七年フランス担保法改正準備草案に関する一考察

95

不
動
産
特
別
先
取
特
権
を
法
定
抵
当
権
に
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
る（

（6
（

。
そ
の
結
果
、
今
後
は
、
登
記
は
発
生
原
因
事
実
の
日
付
に

遡
及
し
な
く
な
り
、
登
記
の
み
で
順
位
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

（6
（

。

公
証
人
や
信
用
機
関
は
こ
の
方
向
性
に
動
揺
し
て
は
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
現
行
規
定
か
ら
真
の
実
務
上
の
有
用
性
は
導
か
れ

ず
、
複
雑
さ
の
要
因
と
な
り
得
る
と
い
う
論
拠
に
基
づ
く
。
実
際
に

は
、
関
係
す
る
実
務
家
の
唯
一
の
心
配
事
は
、
国
が
、
こ
の
変
更
を

利
用
し
て
、
現
行
の
資
金
貸
付
の
貸
主
の
先
取
特
権
の
魅
力
的
な
費

用
を
値
上
げ
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
動
産
物
的
担

保
の
対
抗
の
ル
ー
ル
の
簡
略
化
は
次
の
場
合
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
準
備
草
案
が
、
最
初
に
取
得
し
て
い
た
完
全
さ
に
お
い
て
再

設
定
さ
れ
る
充
当
抵
当
権
と
競
合
す
る
場
面
に
お
い
て（

（6
（

、
保
全
抵
当

権
お
よ
び
国
庫
ま
た
は
社
会
保
障
機
関
の
法
定
抵
当
権
に
現
在
適
用

さ
れ
て
い
る
順
位
に
関
す
る
規
定
を
、
す
べ
て
の
法
定
お
よ
び
裁
判

上
の
抵
当
権
に
拡
大
す
る
点
で
あ
る（

（6
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
簡
潔
に
述
べ
る

な
ら
ば
、
充
塡
合
意
の
登
記
の
遡
及
効
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

12
．
民
法
典
二
三
二
五
条
の
草
案
に
お
い
て
一
般
的
な
形
で
肯
定
さ

れ
て
い
る
が
、
担
保
に
供
さ
れ
た
財
産
を
設
定
者
が
処
分
す
る
権
限

は
、
複
数
の
伝
統
的
な
物
的
担
保
の
制
度
の
中
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
管
理
の
自
由
は
、
た
と
え
ば
代
替
物
の
占
有
ま
た
は
非
占
有
質

権
の
設
定
者
だ
け
で
な
く（

（7
（

、
い
ま
だ
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
債
権

の
質
権
の
設
定
者
に
よ
っ
て
も
享
受
さ
れ
る（

（7
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
通
知
が
な
さ
れ
た
場

合
に
、「
設
定
者
は
、
金
銭
受
領
権
限
を
付
与
さ
れ
た
金
融
機
関
に

お
い
て
開
設
さ
れ
た
非
流
動
性
預
金
口
座
（com

pte bloqué

）
上

に
金
銭
を
保
存
す
る
か
、
又
は
、
担
保
を
実
行
す
る
た
め
に
金
銭
の

交
付
を
請
求
し
て
く
る
質
権
債
権
者
に
金
銭
を
交
付
す
る
」
と
い
う

準
則
に
反
し
て
、
当
事
者
は
契
約
に
よ
っ
て
異
な
る
解
決
を
定
め
る

権
能
を
有
す
る
。
こ
の
権
能
に
よ
っ
て
、
特
に
、
定
期
的
に
更
新
さ

れ
る
大
量
の
債
権
に
質
権
が
設
定
さ
れ
る
案
件
に
お
い
て
、
設
定
者

が
、
質
権
の
設
定
さ
れ
た
債
権
に
つ
い
て
受
領
し
た
支
払
金
を
自
由

に
処
分
す
る
権
限
を
有
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る（

（7
（

。

13
．
そ
の
他
の
改
革
の
中
で
は
、
改
正
準
備
草
案
は
、
質
権
の
実
行

を
容
易
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
準
備
草
案
二
三
四
六

条
二
項
は
、「
質
権
が
事
業
目
的
で
設
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
債
権

者
は
、
債
務
者
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
質
権
を
設
定
し
た
第
三
者
に

対
し
て
単
な
る
通
知
を
な
し
た
八
日
後
に
、
公
証
人
、
執
達
吏
、
裁

判
上
の
競
売
人
（com

m
issaire-priseur judiciaire

）
又
は
宣
誓

商
品
仲
買
人
（courtier de m

archandises asserm
enté

）
に

よ
っ
て
、
質
権
が
設
定
さ
れ
た
目
的
物
の
公
売
の
手
続
き
を
な
さ
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
の

権
限
の
改
善
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
設
定
者
が
不
履
行
と
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な
っ
た
と
き
に
、
充
当
さ
れ
た
財
産
の
売
却
を
裁
判
所
に
命
じ
て
も

ら
う
必
要
が
も
は
や
な
く
な
っ
た
点
に
見
出
さ
れ
る
。
確
か
に
、
こ

こ
で
は
債
務
者
へ
の
通
知
を
す
れ
ば
財
産
の
売
却
が
許
さ
れ
る
と
す

る
任
意
売
却
条
項
（clause de voie parée

）
を
明
文
化
す
る
こ

と
に
よ
り
強
制
売
却
手
続
を
よ
り
簡
略
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
は

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
条
項
を
利
用
す
る
こ
と
が
設
定
者

や
設
定
者
の
他
の
債
権
者
か
ら
不
当
に
財
産
を
奪
う
こ
と
が
な
い
か

ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て（

（7
（

、
こ
の

条
項
に
は
異
端
の
に
お
い
が
す
る（

（7
（

。
隣
接
す
る
領
域
で
あ
る
流
担
保

条
項
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
草
案
二
三
四
八
条
二
項
が
、「
こ
の
条

項
は
、
二
三
四
六
条
に
従
っ
て
質
権
の
設
定
さ
れ
た
財
産
の
売
却
を

遂
行
す
る
債
権
者
の
権
利
を
害
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
流
担
保
条
項
の
存
在
が
、
債
権
者
が
他
の
質
権
実
行
手

段
に
依
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
明
文
で
認
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
学
説
上

の
争
い
は
も
は
や
存
在
意
義
が
な
く
な
り（

（7
（

、
こ
こ
で
は
立
法
者
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
解
決
の
柔
軟
性
は
歓
迎
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　

他
方
、
改
正
準
備
草
案
が
、
質
権
債
権
者
を
利
す
る
と
さ
れ
る
優

先
権
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
強
化
の

方
向
性
は
、
と
り
わ
け
こ
の
担
保
の
目
的
資
産
を
拡
大
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
民
法
典
二
三
三
三
―
一
条
は
、「
質

権
は
、
用
途
に
よ
り
不
動
産
化
さ
れ
た
動
産
を
目
的
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
風
力
発
電
機
の
建
設
へ
の
融
資
を
想

起
す
る
と
き
、
実
務
は
、
こ
の
規
定
の
追
加
に
は
無
関
心
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
、
動
産
が
不
動
産
化
す

る
前
後
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
動
産
に
質
権
を
設
定
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
面

に
お
い
て
は
、
タ
ー
ビ
ン
が
、
担
保
が
設
定
さ
れ
る
資
産
の
構
成
部

分
の
中
で
最
も
高
額
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
用
途
に
よ
る
不
動
産
化

の
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
条
文
は
そ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
な

い
が
、
同
一
の
資
産
に
つ
き
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
と
の
間
に
競
合
が

生
じ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
登
記
の
順
位
に
応
じ
て
解
決
が
な
さ
れ
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
非
占
有
質
権
の
実
行
は
、
準
備
草

案
が
、
動
産
担
保
の
滌
除
の
手
続
を
制
度
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
簡

易
化
さ
れ
る（

（7
（

。
同
手
続
は
、「
動
産
に
つ
い
て
は
占
有
が
権
原
に
変

わ
る
」
と
の
規
定
を
有
効
に
援
用
す
る
権
利
を
転
得
者
か
ら
奪
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
公
示
さ
れ
た
質
権
の
転
得
者
へ
の
対
抗
を
認
め
た
の

み
で
あ
っ
た
二
〇
〇
六
年
改
正
の
欠
缺
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。

14
．
質
権
設
定
者
が
担
保
に
供
さ
れ
た
財
産
の
強
制
売
却
か
ら
得
た

価
格
上
に
優
先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
周

知
の
と
お
り
、
伝
統
的
な
物
的
担
保
は
、
担
保
権
者
が
と
き
に
著
し
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く
有
利
な
排
他
的
な
状
況
を
享
受
し
う
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
準
備
草
案
は
、
残
念
な
こ
と
に
、
二
〇
〇
八
年

八
月
四
日
法
律
七
七
六
号
に
よ
っ
て
非
占
有
担
保
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
邪
道
な
擬
制
留
置
権
（rétention fictive

（
（7
（

）
の
廃
止
を
強
く
勧

め
て
は
い
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
改
善
点
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず

は
、
有
効
に
通
知
さ
れ
た
債
権
質
権
の
名
義
人
の
権
利
の
性
質
を
め

ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
回
避
す
る
と
い
う
賞
賛
す
べ
き
目
的
で（

（7
（

、
民

法
典
二
三
六
三
条
一
項
の
草
案
は
、
質
権
が
設
定
さ
れ
た
債
権
の
弁

済
を
求
め
る
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
。
し
か
し

グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
改
革
を

提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
設
定
者
に
つ
い
て
裁
判
上
の
清
算
手
続
が

開
始
さ
れ
た
と
き
に
は
、
裁
判
に
よ
る
付
与
（attribution 

judiciaire

）
や
流
担
保
条
項
の
完
全
な
有
効
性
を
認
め
る
と
い
う

も
の
で
あ
る（

（7
（

。
実
際
、
現
行
法
は
、
裁
判
に
よ
る
付
与
の
権
能
を
唯

一
質
権
債
権
者
に
対
し
て
の
み
認
め
て
お
り（

（8
（

、
こ
れ
に
対
し
、
流
担

保
条
項
の
実
行
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
者
に
対
し
、
関
係
す

る
手
続
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
拒
絶
し
て
い
る（

（8
（

。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
改
革
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
取
特

権
債
権
者
に
と
っ
て
潜
在
的
に
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
い
る（

（8
（

。

そ
し
て
、
事
実
、
担
保
権
に
お
け
る
排
他
性
の
発
展
は
、
し
ば
し
ば

論
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る（

（8
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
準
備
草
案
の
起
草

者
は
、
是
が
非
で
も
、
排
他
的
な
担
保
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
。

Ｂ
．
排
他
的
な
物
的
担
保
の
推
進

15
．
排
他
的
物
的
担
保
の
推
進
は
、
そ
れ
ら
の
担
保
の
制
度
を
改
善

し
よ
う
す
る
改
正
担
当
者
の
意
図
に
よ
っ
て
、
ま
た
民
法
典
の
中
に

所
有
権
担
保
（propriétés sûretés

）
の
新
た
な
形
式
を
創
設
し

よ
う
と
す
る
選
択
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
改
善
の
第
一
の
柱
は

留
保
所
有
権
に
関
す
る
。
準
備
草
案
の
二
三
六
七
条
二
項
は
、「
反

対
の
規
定
ま
た
は
条
項
が
な
い
限
り
、
担
保
は
被
担
保
債
権
に
付
従

す
る
」
と
の
一
般
原
則
の
一
つ
を
示
し
て
、「
所
有
権
留
保
は
、
原

因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
の
債
権
の
消
滅
に
よ
っ
て
終
了
す
る
」
と

規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
被
担
保
債
権
が
完
全
に
な
く
な
っ
た

（disparu

）
場
合
に
も
、
所
有
権
留
保
条
項
の
存
続
を
認
め
て
き
た

一
連
の
疑
わ
し
い
判
例（

（8
（

に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
判
例
に
は
、
一
つ
は
二
〇
〇
五
年
七
月
二
六
日
改
正
以
前

の
法
の
下
で
取
得
者
（
留
保
買
主
）
に
つ
い
て
開
始
さ
れ
た
倒
産
手

続
に
お
い
て
売
主
に
よ
る
被
担
保
債
権
の
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の（

（8
（

、
二
つ
に
は
取
得
者
に
つ
い
て
行

わ
れ
る
個
人
再
生
手
続
（procédure de rétablissem

ent 
personnel

）
に
お
い
て
被
担
保
債
権
が
消
え
た
こ
と

（effacem
ent

）
を
理
由
と
す
る
も
の（

（8
（

が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
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に
お
け
る
誤
っ
た
推
論
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
効
力

が
残
る
と
さ
れ
る
担
保
の
受
益
者
は
、
債
権
の
完
全
な
弁
済
を
得
る

ま
で
担
保
目
的
財
産
の
完
全
な
所
有
権
者
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
債
権
は
消
滅
（extinction

）

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
に
起
因
す
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
、
自

ら
が
持
ち
出
し
た
諸
概
念
と
の
う
わ
べ
だ
け
の
一
貫
性
を
取
り
繕
う

た
め
に
、
全
く
技
巧
的
に
、
当
該
債
権
は
便
宜
上
、
実
際
に
は
消
滅

し
て
い
な
い
と
考
え
る
誘
惑
に
か
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た（

（8
（

。

　

準
備
草
案
二
三
六
七
条
二
項
が
前
記
の
よ
う
に
こ
の
法
的
な
錯
綜

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
が
、
他
の
条
文
―
―
準
備
草

案
二
三
七
二
条
三
項
―
―
も
、
同
じ
領
域
に
お
い
て
、
同
時
に
理
論

的
な
面
か
ら
も
実
務
的
な
面
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
き
た
判
例
の
悪
習

に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
破
毀
院
が
、
担
保
目
的

財
産
の
第
三
取
得
者
が
、
転
売
代
金
が
発
生
す
る
場
合
に
第
三
取
得

者
に
請
求
す
る
留
保
所
有
権
者
に
対
し
て
、
当
該
資
産
の
価
値
を
下

げ
る
恐
れ
の
あ
る
欠
陥
に
基
づ
く
抗
弁
を
対
抗
す
る
道
を
閉
ざ
し
て

い
る
こ
と
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（8
（

。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、

担
保
名
義
人
が
こ
こ
で
利
用
で
き
る
物
的
代
位
が
、
第
三
取
得
者
が

転
売
の
時
点
で
転
売
人
に
対
し
て
有
効
に
行
使
し
得
た
は
ず
の
防
御

手
段
を
突
然
奪
い
、
第
三
取
得
者
の
権
利
を
変
質
さ
せ
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
気
が
か
り
な
点
も
あ
る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
文
脈
的
な
要
素
に
よ
る
説
明
を
欠
い
た
ま
ま
、
物
的
代
位

の
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
基
礎
と
す
る
中
立
性
と
い
う
伝
統
的
な
性
質

が
こ
こ
で
は
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、

担
保
の
実
行
が
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
き
た
諸
原
則
に

反
し
て
、
債
権
者
の
不
当
な
利
得
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
裁

判
所
の
判
決
が
導
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
転
得

者
が
公
人
で
あ
る
場
合
に
抗
弁
の
対
抗
を
進
ん
で
認
め
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
分
析（

（8
（

を
重
視
し
て
、
改
正
草
案
は
、「
転
得
者
又
は
保

険
者
は
、
債
務
に
内
在
す
る
抗
弁
及
び
移
転
を
認
識
す
る
前
に
債
務

者
と
の
関
係
に
お
い
て
発
生
し
た
抗
弁
を
、
債
権
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
原
則
は
、
代
位
の
一
般
制
度
に

調
和
的
に
合
致
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
草
案
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た

一
般
原
則
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
「
担
保
は
債
権
者
に
い
か
な
る
利
得

も
生
じ
さ
せ
な
い
」
と
の
原
則
を
適
用
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

16
．
改
正
推
進
者
の
所
有
権
担
保
（propriétés-sûretés

）
の
制

度
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
希
望
は
、
信
託
担
保
契
約
（contrat 

de fiducie-sûreté

）
に
関
し
て
提
案
さ
れ
た
変
更
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
度
重
な
る
改
正
に
も
か
か
わ

ら
ず（

（9
（

、
こ
の
担
保
の
制
度
の
中
に
は
一
定
の
不
完
全
さ
が
残
っ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
推
進
者
は
、
実
務
家
の
期
待
に
完
全
に
応
え

る
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
そ
の
改
善
を
模
索
し
た（

（9
（

。
そ
の
意
味
に
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お
い
て
、
草
案
は
、
信
託
担
保
の
設
定
時
に
担
保
に
供
さ
れ
た
財
産

の
価
値
の
鑑
定
を
義
務
づ
け
て
い
た
が
そ
れ
を
廃
止
し（

（9
（

、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
所
有
権
担
保
の
制
度
を
フ
ラ
ン
ス
法
の
他
の

担
保
の
制
度
と
同
列
に
並
べ
る
こ
と
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ

ン
ス
法
の
他
の
担
保
の
制
度
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
鑑
定
が
有
効
要

件
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
草
案
は
実
定
法
が
課
し
て
い
る
そ
の
他
の
方
式
も
廃
止

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
登
録
さ
れ
た
書
面
で
信
託
契
約
か

ら
生
じ
る
新
た
な
受
益
者
へ
の
権
利
の
移
転
を
確
認
す
る
義
務
が
当

事
者
に
課
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る（

（9
（

。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
規
定
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
困
難
さ
は
、
登
録
の
費
用
―
―
実
際
に
は
か

な
り
少
額
で
あ
ろ
う
―
―
と
い
う
よ
り
も
、
信
託
受
益
者
で
あ
る
債

権
者
が
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
設
定
者
の
同
意
を

得
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
か
く
し
て
、
検
討
さ
れ

た
変
更
は
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
に
よ
る
信
用
供
与
が
よ
り
柔
軟
に
機
能

す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
改
革
点
―
―
最
重
要
の

改
革
点
で
あ
る
―
―
は
、
信
託
担
保
の
実
行
に
関
連
し
て
お
り
、
債

権
者
が
担
保
目
的
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る

際
に
、
債
権
者
に
さ
ら
な
る
自
由
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
信
託

担
保
契
約
に
お
い
て
そ
れ
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
受

託
者
は
担
保
に
供
さ
れ
た
財
産
を
、
専
門
家
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

価
格
で
だ
け
で
は
な
く
、「
受
託
者
の
責
任
に
お
い
て
、
財
産
の
価

値
に
相
当
す
る
と
評
価
す
る
価
格
」
で
有
効
に
売
却
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る（

（9
（

。
こ
の
と
き
、「
正
当
な
価
格
」
で
売
却
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
受
託
者
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
提

案
は
疑
問
の
余
地
な
く
実
務
の
要
請
に
対
応
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

信
託
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
定
の
財
産
―
―
た
と
え
ば
株
式
や

そ
の
他
の
金
融
証
券
―
―
の
価
値
は
、
著
し
く
急
激
に
変
化
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
債
務
者
が
不
履
行
に
陥
っ
た
場
合
に
、
受
託

者
が
で
き
る
だ
け
最
良
の
条
件
で
当
該
資
産
を
換
価
で
き
る
こ
と
は

す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
。
こ
の
と
き
必
要
と
さ
れ
る
即

時
の
対
応
力
は
、
鑑
定
を
利
用
す
る
要
請
や
、
そ
れ
ゆ
え
、
専
門
家

が
定
め
た
時
点
で
の
価
値
を
尊
重
す
る
要
請
と
は
相
い
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
草
案
二
三
七
八
条
四
項
に
よ
っ
て
、
一
方

で
、
担
保
目
的
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
受
託
者
に
与
え
ら
れ
た
自
由

と
、
他
方
で
、
設
定
者
の
み
な
ら
ず
他
の
債
権
者
の
権
利
の
保
護
と

の
間
の
均
衡
は
達
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
類
似
の
理
由
に
よ
り
、
他
の
伝
統
的
な
物
的

担
保
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
均
衡
を
備
え
た
解
決
を
検
討
す
べ
き

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
。
確
か
に
こ
こ
で
、
任
意
売
却
条
項
を
原
則
と
し
て
認
め
る
方

向
が
開
か
れ
た
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
民
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事
執
行
手
続
の
公
序
と
し
て
の
性
格
を
歪
め
る
こ
と
と
な
る
た
め（

（9
（

、

評
判
が
よ
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
事
業
者
間
の
関

係
に
お
い
て
、
こ
の
条
項
を
残
し
つ
つ
、
よ
り
厳
格
に
規
制
し
て
い

く
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
は
何
も
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
点
に
つ
い
て
、
改
正
の
推
進
者
は
ル
ビ
コ
ン
を
渡
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
彼
ら
が
、
一
般
法
上
の
担
保
目
的
で
の
債
権
譲
渡
を
フ
ラ
ン

ス
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
き
の
方
が
、
も
っ
と
大
胆

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

17
．
契
約
自
由
の
原
則
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
が
一
般
法
上
の
担
保
目
的

の
債
権
譲
渡
を
債
権
質
権
と
再
性
質
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
破
毀
院
商
事
部
の
判
例
が
一
般
法
上
の
担
保
目
的
の
債
権
譲

渡
を
認
め
る
こ
と
に
敵
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

（9
（

。

二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
三
一
号
に
よ
り
、
債
権

譲
渡
が
売
買
か
ら
独
立
し
て
規
律
さ
れ
、
か
つ
こ
の
契
約
が
代
金
と

い
う
対
価
な
く
し
て
な
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
同
改
正
に

照
ら
せ
ば
、
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
が
暗
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
論

じ
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず（

（9
（

、
改
正
準
備
草
案
は
、
明
白

に
、
こ
の
よ
う
な
他
の
潜
在
的
機
能
を
明
文
化
す
る
立
場
を
と
っ
て

い
る（

（9
（

。

　

こ
う
し
た
立
法
に
よ
る
明
文
化
が
屋
上
屋
を
架
し
て
い
る
よ
う
に

映
る
法
的
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
選
択
の
妥
当
性
が
議
論
さ

れ
得
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
ダ
イ
イ

法
上
の
譲
渡
の
適
用
領
域
が
大
き
く
拡
大
さ
れ
た
こ
と（

（9
（

、
二
〇
一
七

年
一
〇
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
信
用
機
関
の
た
め
の
非
事

業
債
権
の
譲
渡
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と（

（10
（

、
ま
た
、
一
般
法
上
の
債
権

質
権
が
そ
の
受
益
者
に
ダ
イ
イ
法
上
の
譲
渡
の
譲
受
人
に
認
め
ら
れ

る
特
権
に
類
似
す
る
排
他
的
な
権
利
の
付
与
を
認
め
る
こ
と（

（10
（

は
、
こ

の
領
域
の
現
状
維
持
に
賛
成
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
担
保
法
に
お
け
る
モ
デ
ル
の
多
様
性

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
に
固
執
し
、
か
つ
経
済
主
体
に
種
類
の
豊

富
な
選
択
肢
を
提
示
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
、
改
正
草
案
の
起
草
者

が
こ
れ
ら
の
反
論
を
克
服
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
は
、
賢
明
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
債
権
質
は
、
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
と
は
反
対

に
、
資
産
の
所
有
権
の
な
ん
ら
の
移
転
も
伴
わ
な
い
の
で
、
債
権
質

権
と
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
と
の
類
似
性
を
過
度
に
強
調
す
べ
き
で

な
い
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
的
な
区
別
に
加

え
て
、
外
国
の
投
資
家
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
質
権
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
立
法
に
お
い
て
た
い
て
い
の
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る

信
託
的
な
移
転
と
全
く
同
等
な
特
権
を
認
め
る
と
い
っ
て
説
得
す
る

こ
と
に
実
際
上
の
困
難
が
伴
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
一
般
法
上
の

担
保
目
的
で
の
債
権
譲
渡
を
明
文
化
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
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さ
ら
に
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
十
分
に
正
当

化
さ
れ
る
。

18
．
二
〇
一
七
年
版
の
改
正
準
備
草
案
は
、
預
金
通
貨
質
権

（nantissem
ent de m

onnaie scripturale

）
に
関
す
る
特
殊
な

制
度
を
提
案
し
て
い
る（

（10
（

。
こ
の
預
金
通
貨
質
権
は
、
質
権
の
対
象
と

な
る
現
金
通
貨
が
非
流
動
性
口
座
に
存
在
す
る
点
で
、
債
権
質
権
の

変
種
に
す
ぎ
な
い
口
座
質
権
（nantissem

ent de com
pte

）
の
制

度
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
準
備
草
案
は
、
担
保

目
的
の
金
銭
所
有
権
の
移
転
（transfert de propriété de 

som
m

es d

’argent à titre de garantie
）
に
つ
い
て
特
別
の
規

定
を
挿
入
す
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
改
革
の

推
進
者
は
、「
現
金
質
権
（gage espèce

）」
が
、
本
質
的
に
当
事

者
が
自
由
に
作
動
さ
せ
る
契
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
属
す
る
点
を
考
慮
し

て
、
厳
格
す
ぎ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
法
規
範
の
総
体
で
締
め
付
け
る

こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
実
務
は
、

破
毀
院
が
、
こ
の
新
し
い
質
権
の
存
在
に
よ
っ
て
、
将
来
的
に
所
有

権
移
転
構
成
に
よ
る
「
現
金
質
権
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

考
え
る
危
険
性
を
強
調
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
お
び
え
て
い

る
。
最
終
的
な
調
整
と
し
て
は
、
口
座
質
権
お
よ
び
預
金
通
貨
質
権

と
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
こ
の
担
保
に
固
有
の
制
度
を
定
め
る
こ
と

が
、
こ
の
懸
念
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
的
支
柱
を
な
す
の
は
、

こ
の
担
保
が
当
該
金
額
の
所
有
権
の
移
転
を
も
た
ら
し
、
特
段
の
合

意
の
な
い
限
り
、
債
務
者
の
不
履
行
に
よ
っ
て
支
払
残
額
に
当
該
金

銭
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
受
益
者
が
こ
の
財
産
を
処
分

で
き
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
債
権
者
の

返
還
義
務
は
相
関
的
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

19
．
準
備
草
案
は
、
現
行
法
（
従
前
の
法
）
と
の
断
固
と
し
た
決
別

を
示
す
よ
う
な
真
の
改
革
―
―
と
り
わ
け
、
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
有
体

財
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
一
元
的
な
物
的
担
保
の
創
設
―
―

を
放
棄
し
て
い
る
が
、
準
備
草
案
が
野
心
を
欠
い
て
い
た
と
非
難
す

る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
新
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
の
工
程

表
に
は
、
担
保
法
の
最
も
よ
く
確
立
し
た
基
礎
を
覆
す
こ
と
を
全
く

検
討
し
な
か
っ
た
こ
と
は
念
押
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
基

本
的
な
点
で
は
、
い
く
つ
か
の
局
所
的
な
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
も
、
準
備
草
案
は
、
控
え
め
に
言
っ
て
も
混
乱
し
あ

ち
こ
ち
に
散
っ
た
保
証
制
度
の
秩
序
を
立
て
直
し
て
秩
序
を
再
構
築

す
る
と
と
も
に
、
物
的
担
保
法
に
顕
著
な
改
良
を
も
た
ら
す
と
い
う

点
に
お
い
て
高
い
評
価
に
値
す
る
。
と
り
わ
け
、
準
備
草
案
を
全
体

と
し
て
み
れ
ば
、
当
事
者
の
創
意
を
極
端
に
制
限
す
る
も
の
で
は
な

い
。
た
と
え
立
法
者
が
時
と
し
て
実
務
に
与
え
た
自
由
に
直
面
し
て

実
務
が
あ
る
種
の
弱
腰
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
し
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て
も
、
本
稿
の
執
筆
時
に
は
、
担
保
代
理
人
（agent des 

sûretés

）
の
制
度
が
そ
れ
な
り
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
多
様
な
需
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
多
く

の
可
能
性
を
開
か
せ
て
く
れ
る
。
金
融
の
専
門
家
が
直
面
す
る
複
雑

な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
多
様
か
つ
改
良
さ
れ
た
手
段
を
提
供
す

る
意
図
に
照
ら
し
て
、
準
備
草
案
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ピ

エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
教
授
の
影
響
を
受
け
た
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、

十
分
に
柔
軟
か
つ
現
代
的
な
担
保
法
を
備
え
、
将
来
の
国
際
条
約
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
法
が
そ
の
よ
う
な
形
で
成
功
す
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ

る
。（

1
）　

特
に
、O

. Gout, « Q
uelle réform

e pour les sûretés 
dans la loi PA

CT
E ? », A

JCA
 2019, p. 264 ; Ch. Juillet, 

« L

’article 60‌ de la loi PA
C

T
E

, coup d
’envoi de la 

réform
e des sûretés », JCP N

 2019, 1208

を
参
照
。

（
2
）　

政
府
に
は
、「
物
的
担
保
又
は
人
的
担
保
の
利
用
を
容
易
に
す

る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
私
署
証
書
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

締
結
に
関
す
る
民
法
典
の
規
定
を
現
代
化
す
る
こ
と
」
が
認
め
ら

れ
て
い
る
（L. n

° 2019-486, art. 60, I, 13‌

°）。
現
行
規
定
に
つ
い

て
、G. Chantepie et M

. Latina, La réform
e du droit des 

obligations. C
om

m
entaire théorique et pratique dans  

l

’ordre du code civil, 2
èm

e éd., D
alloz, 2018, n

° 462

参
照
。

こ
の
指
導
原
理
の
追
加
に
よ
る
元
の
版
の
修
正
を
み
て
み
る
と

（A
m

endem
ent n

° 2584, 21‌ sept. 2018

）、「
特
に
銀
行
と
の
関

係
に
お
い
て
電
磁
的
な
方
法
で
の
取
引
を
活
発
化
す
る
た
め
に
、

担
保
法
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る
改
正
の
枠
組
み
の
中
で
、
電
磁
的

方
法
に
よ
る
担
保
の
設
定
の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
る
こ
と
に
つ

い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
強

調
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

特
に
、M

. Grim
aldi, D

. M
azeaud et Ph. D

upichot, 
« Présentation d

’un avant-projet de réform
e du droit des 

sûretés », D
. 2017, p. 1717

参
照
。
同
様
に
、
条
文
に
つ
き
、M

. 
Julienne, « V

ers une réform
e des sûretés », JCP N

 2018, 
n

° 38, act. 739

参
照
。

（
4
）　

司
法
省
の
サ
イ
ト
は
、「
法
務
省
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る

改
正
草
案
は
、
ア
ン
リ
・
キ
ャ
ピ
タ
ン
協
会
の
支
援
の
下
、
ミ
ッ

シ
ェ
ル
・
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
（M

ichel Grim
aldi

）
教
授
が
委
員
長

を
務
め
る
作
業
グ
ル
ー
プ
の
成
果
に
部
分
的
に
影
響
を
受
け
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
グ
ル
ー
プ
に
は
、
司
法
省
民
事
局

（D
irection des affaires civiles et du Sceau

）
か
ら
、
二
〇
〇

六
年
の
改
正
を
完
成
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
提
案
を
定

式
化
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
」
と
強
調
し
て
い
る
。

（
5
）　

そ
し
て
、
実
際
に
、
担
保
法
改
正
が
倒
産
法
に
目
も
く
れ
な
い

こ
と
が
い
か
に
問
題
で
あ
る
か
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
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つ
い
て
は
、R. D

am
m

ann et M
. Guerm

onprez, « Pour une 
réform

e du droit des sûretés en adéquation avec le droit 
des entreprises en difficulté  », D

. 2018, p. 1160 ; A
. 

Bézert, « L

’avant-projet de réform
e du droit des sûretés 

de l

’Association H
enri Capitant : un coup d

’épée dans  
l

’eau ? », R
LD

C janv. 2018, p. 48‌

参
照
。

（
6
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、P. Crocq, R

apport de synthèse, 
R

ev. banc. et fin., 2018, dossier 34‌

参
照
。

（
7
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
、N

. Borga, « Propos 
introductifs », in Y

. Blandin et V
. M

azeaud 

（dir.

）, Q
uelle 

réform
e pour le droit des sûretés, D

alloz 2019, p. 5‌ et s. 

参

照
。

（
8
）　

こ
の
変
遷
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
特
に
、L. A

ynès et P. 
Crocq, D

roit des sûretés, LGD
J, 13

èm
e éd., 2019, spéc. n

° 775

参
照
。

（
9
）　

二
〇
一
七
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
準
備
草
案
（
以
下
の
注
に

お
い
て
は
、「
準
備
草
案
」
と
表
記
す
る
。）
民
法
典
二
二
八
六
―

二
条
か
ら
二
二
八
六
―
四
条
。

（
10
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
二
四
条
か
ら
二
三
二
六
条
。

（
11
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、P. Crocq, « Rapport de 

synthèse », in V
ers une réform

e du droit des sûretés, 
C

olloque de la F
édération bancaire française du 24‌ 

octobre 2017, Banque et D
roit, n

° 176, 2017, p. 4‌ et s. 

参
照
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
民
法
典
二
二
八
六
―
二
条
の
草
案
に
お
い
て
認
め

ら
れ
て
い
る
「
従
物
は
主
物
に
従
う
」
と
の
原
則
は
、「
反
対
の
条

項
又
は
規
定
が
な
い
限
り
」
適
用
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
要
件
に
お
い
て
、
当
初
の
被
担
保
債
権
が
消
滅
し
た
と
き

に
担
保
も
消
滅
す
る
と
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
設
け
る
こ
と
を

禁
止
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
、
特
定
可
能
性
の
原
則
（principe de déterm

inabilité

）
が

も
っ
ぱ
ら
当
初
の
被
担
保
債
権
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
理

解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
準
備
草

案
が
す
べ
て
の
物
的
約
定
担
保
を
充
塡
可
能
と
す
る
こ
と
を
認
め

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

（
13
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
、Ph. Sim

ler, 2006, « U
ne 

occasion m
anquée pour le cautionnem

ent », JCP N
 2016, 

n

° 1109

参
照
。

（
14
）　

準
備
草
案
は
、
い
く
つ
も
の
主
要
な
定
義
を
民
法
典
に
組
み
込

む
と
い
う
選
択
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
例
と
し
て
念
頭
に

浮
か
ぶ
の
は
、
人
的
担
保
（
準
備
草
案
民
法
典
二
二
八
六
条
一
項
）、

保
証
（
準
備
草
案
民
法
典
二
二
八
八
条
）、
副
保
証
（
準
備
草
案
民

法
典
二
二
九
二
条
）、
求
償
保
証
（
準
備
草
案
民
法
典
二
二
九
三

条
）
の
定
義
で
あ
る
。

（
15
）　

た
と
え
ば
、
準
備
草
案
民
法
典
一
八
四
四
―
四
―
一
条
は
、
当

事
者
の
一
方
に
つ
い
て
そ
の
法
人
格
の
消
滅
を
も
た
ら
す
吸
収
合

併
の
保
証
取
引
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
判
例
法
理
を
明
文
化
し
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よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
、

Ch. A
lbigès et M

.-P. D
um

ont, D
roit des sûretés, D

alloz, 
7

èm
e éd., 2019, 

特
に
、n

° 222. 

参
照
）。
改
正
草
案
の
起
草
者
は
、

お
そ
ら
く
、
今
回
の
改
正
を
利
用
し
て
、
債
権
者
が
吸
収
さ
れ
る

場
合
に
担
保
す
る
債
務
が
機
械
的
に
消
滅
す
る
と
い
う
準
則
を
見

直
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
ろ
う
。
実
際
、
周
知
の
よ
う
に
、
と

り
わ
け
大
量
の
保
証
に
つ
い
て
の
権
利
者
で
あ
る
銀
行
に
つ
い
て

合
併
が
生
じ
る
と
き
に
、
こ
の
解
決
に
は
非
常
に
多
く
の
難
点
が

あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

は
、
保
証
人
は
一
般
に
期
間
の
制
限
な
く
保
証
し
、
そ
れ
ゆ
え
、

保
証
人
が
保
証
契
約
の
解
約
権
を
有
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る

と
い
う
事
実
を
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
16
）　

先
述
本
文
1
参
照
。

（
17
）　

二
〇
〇
五
年
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
る
提
案
に
関
す
る
コ

メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、M

. Grim
aldi, « O

rientations générales 
de la réform

e », D
r. et patr. sept. 2005, p. 50‌ ; P. Sim

ler, 
« Les sûretés personnelles », D

r. et patr. sept. 2005, p. 55. 
V

. égal. P. Sim
ler, « Codifier ou recodifier le droit des 

sûretés personnelles ? », in Le code civil, 1804-2004, 
D

alloz, Litec, 2004, p. 373

参
照
。

（
18
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
二
九
八
条
。

（
19
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
〇
一
条
。

（
20
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
〇
三
条
。

（
21
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
〇
四
条
。

（
22
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
〇
一
条
。
多
く
の
論
者
に
と
っ
て
は
、

比
例
性
を
欠
く
保
証
の
完
全
な
無
効
化
と
い
う
二
〇
〇
三
年
八
月

一
日
法
に
よ
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
過
激
さ
が
欠
点
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
（P. Sim

ler, Cautionnem
ent, G

aranties 
autonom

es, G
aranties indem

nitaires, LexisN
exis, 5

e éd., 
2015, spéc. n

° 880 ; M
. Bourassin, V

. Brém
ond, D

roit des 
sûretés, Sirey, 6

e éd., 2018, n

° 277 ; N
. M

athey, « Le caractère 
excessif de l

’engagem
ent de la caution », R

D
 banc. fin. 

2012. D
ossier 41‌ ; G. Piette, « La sanction du cautionnem

ent 
disproportionné », D

r. et patr. 2004, p. 44‌

参
照
。）。
実
際
、

裕
福
な
保
証
人
が
、
そ
の
資
産
よ
り
も
さ
ら
に
高
額
の
義
務
の
引

受
け
を
承
諾
し
た
と
い
う
理
由
で
結
局
免
責
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

論
者
の
中
に
は
、
準
備
草
案
の
提
案
す
る
単
な
る
減
額
で
は
、
保

証
人
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
過
大
な
義
務
負
担
を
依
頼
す
る
こ
と

を
債
権
者
に
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
の
予
防
策
と
し
て
は
十
分

で
な
い
こ
と
を
案
じ
る
者
が
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
（
こ
の

意
味
で
、Ch. Juillet, « L

’article 60‌ de la loi PA
CT

E, coup 
d

’envoi de la réform
e des sûretés », loc. cit., n

° 12. Com
p. 

A
. Gouezel et L. Bougerol, « Le cautionnem

ent dans  
l

’avant-projet de réform
e du droit des sûretés : 

propositions de m
odification », D

. 2018, p. 678 et s. 

参
照
。）。
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こ
の
批
判
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
に
は
、
同
条
が
、

過
大
さ
の
程
度
に
応
じ
た
減
額
を
必
須
と
し
て
い
る
の
か
を
さ
ら

に
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
条
の
文
言

は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
裁
判
官
が
評
価
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
23
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、L. A

ynès et P. Crocq, D
roit des 

sûretés, op. cit., n
° 297 et s. 

を
参
照
。
こ
れ
に
加
え
て
、 D

. 
Legeais, « Proportionnalité et cautionnem

ent ou l

’histoire 
de deux parallèles qui se croisent », BICC 15‌ oct. 2013. 
22‌ s. ; A

. Perin D
ureau, «  V

ariations sur l

’obligation de 
m

ise en garde au term
e de dix ans de décisions », JCP E 

2016. 1304

も
参
照
。

（
24
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、A

. Gouëzel et L. Bougerol, « Le 
cautionnem

ent dans l

’avant-projet de réform
e du droit 

des sûretés : propositions de m
odification », loc. cit. ; M

. 
B

ourassin, « Q
uelle réform

e pour la form
ation du 

cautionnem
ent ? », in Y

. Blandin et V
. M

azeaud 

（dir.
）, 

Q
uelle réform

e pour le droit des sûretés, op. cit., n

° 24‌

参

照
。

（
25
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
、Ph. Sim

ler, Cautionnem
ent, 

G
aranties autonom

es, G
aranties indem

nitaires, op. cit., n

° 
257 et s. 

参
照
。

（
26
）　

準
備
草
案
の
文
言
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
人
保
証
人
を
区
別
せ
ず

に
含
ん
で
お
り
、
そ
の
う
え
、
自
然
人
保
証
人
と
契
約
を
締
結
し

た
の
が
「
事
業
者
た
る
債
権
者
」
で
あ
る
か
否
か
も
重
要
で
な
い

の
で
、
担
保
提
供
者
の
保
護
を
「
素
人
」
保
証
人
の
み
に
制
限
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
っ
て
考
え

ら
れ
た
措
置
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
一
日
デ
ュ
ト
レ
イ
ユ
法
に
由

来
す
る
準
則
（
現
消
費
法
典
Ｌ
．
三
三
一
―
一
条
）
の
内
容
と
比

べ
る
と
、
よ
り
柔
軟
な
法
規
定
の
導
入
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
の
予
定
す
る
適
用
範
囲
は
上
述
の
現

行
規
定
よ
り
も
広
い
こ
と
も
心
に
と
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
玄
人
」
保
証
人
な
い
し
事
業
の
た
め
に
す
る
保

証
人
か
ら
こ
の
種
の
保
護
を
奪
っ
て
し
ま
う
方
が
一
般
的
に
好
ま

し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
悩
ま
し
い
問
題
が
生
じ
る
。
多

様
な
保
証
人
を
区
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
基
準
が
多
少
洗
練

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
留
保
付
き
で
は
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で 

は
な
い
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、O

. Riffaud-Longuespé, 
« C

aution avertie : une approche pragm
atique et 

équilibrée », Banque, m
ars 2018, p. 62‌

参
照
）。
よ
り
根
本
的

に
、
あ
る
論
者
が
非
常
に
正
当
に
も
念
押
し
し
た
よ
う
に
、「
こ
れ

ら
の
様
々
な
規
定
の
民
法
典
へ
の
移
動
は
、
政
治
的
に
、［
現
行
規

定
に
よ
る
保
護
と
…
訳
者
注
］
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
レ
ベ
ル

の
保
護
を
も
た
ら
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
（
下
回
っ
て
は
な
ら 

な
い
）」（Ch, Gijsbers, « L

’influence de la future réform
e 
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des sûretés sur la banque de détail », R
ev. dr. banc. et 

fin. 2018, dossier 28, spéc. n

° 13‌

）。

（
27
）　

特
に
、Le nouvel acte uniform

e portant organisation 
des sûretés, La réform

e du droit des sûretés de l

’OH
A

D
A

, 
P. Crocq （dir.

）, éd. Lam
y, 2012, spéc. n

° 84‌

参
照
。

（
28
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、J.-D

. Pellier, « U
ne certaine idée 

du cautionnem
ent », D

. 2018, p. 686 et s., spéc. n

° 6. 

参
照
。

（
29
）　

特
に
、
主
た
る
債
務
者
に
支
払
い
を
請
求
す
る
権
利
の
債
権
者

に
よ
る
放
棄
に
つ
い
て
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
七
年
五
月
二
二

日
判
決
（n

° 06-12.196, D
. 2007, p. 1999, note O

. D
eshayes, 

et 2008, p. 2104, obs. P. Crocq ; A
JD

I 2007. 759 ; R
T

D
 civ. 

2007, p. 805, obs. P. T
héry, et 2008, p. 333, obs. P. Crocq ; 

R
T

D
 com

. 2007, p. 833, obs. A
. M

artin-Serf, et 2008. P. 
172, obs. B. Bouloc

）
参
照
。
詐
欺
に
つ
い
て
、
破
毀
院
混
合
部

二
〇
〇
七
年
六
月
八
日
判
決
（n

° 03-15.602, D
. 2008. 514, note 

L. A
ndreu, D

. 2007, p. 2201, note D
. H

outcieff, D
. 2008, p. 

871, obs. D
. R. M

artin et H
. Synvet, D

. 2008, p. 2104, obs. 
P. Crocq ; R

T
D

 civ. 2008, p. 331, obs. P. Crocq ; R
T

D
 

com
. 2007, p 585, obs. D

. Legeais, et R
T

D
 com

., 2007, p. 
8 35, obs. A

. M
artin-Serf

）
参
照
。
融
資
の
濫
用
的
な
打
ち
切
り

に
つ
い
て
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
九
年
九
月
二
二
日
判
決
（n

° 
08-10.389

）、
事
前
和
解
条
項
に
つ
い
て
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一

五
年
一
〇
月
一
三
日
判
決
（n

° 14-19.734, D
. 2016, p. 628, note 

V
. M

azeaud, D
. 2016, p. 1279, obs. A

. Leborgne ; D
. 2016, 

p. 1955, obs. P. Crocq ; R
T

D
 civ. 2015, p. 917, obs. P. 

Crocq, R
T

D
 civ. 2015, p. 932, obs. P. T

héry, R
T

D
 civ. 

2015, p. 2016. 114, obs. H
. Barbier ; R

T
D

 com
. 2016, p. 

177, obs. B. Bouloc

）
参
照
。

（
30
）　

実
際
の
と
こ
ろ
、
一
八
〇
四
年
の
起
草
者
の
考
え
で
は
、
人
的

抗
弁
と
い
う
呼
称
は
、
本
質
的
に
は
主
た
る
債
務
者
が
無
能
力
、

よ
り
正
確
に
は
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
準
則
の
目
的
は
、
抗
弁
の
対
抗
不
能
と
い
う
仕
組

み
に
お
い
て
、
保
証
の
提
供
に
よ
っ
て
無
能
力
者
で
あ
る
債
務
者

が
融
資
を
得
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、A

.-S. Barthez et D
. H

outcieff, Les 
sûretés personnelles, LGD

J 2010, spéc. n

° 79.

（
31
）　

特
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、D

. H
outcieff, « La rem

ise 
en cause du caractère accessoire du cautionnem

ent », 
R

D
 banc. fin. 2012. D

ossier 38‌ ; P. Sim
ler, « Le 

cautionnem
ent est-il encore une sûreté accessoire ? », in 

M
élanges G

. G
oubeaux, LGD

J, 2009, p. 497. V
. cep. L. 

A
ndreu, « La caution et le dol subi par le débiteur », D

. 
2008. 514 ; C. Grim

aldi, « Le cautionnem
ent, l

’engagem
ent 

et l

’obligation », R
D

C 2008, n

° 3, p. 702 ; D
. R. M

artin, obs. 
sous Ch. m

ixte, 8‌ juin 2007, D
. 2008, p. 871

参
照
。

（
32
）　

特
に
、
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
一
五
年
二
月
一
九
日
判
決



二〇一七年フランス担保法改正準備草案に関する一考察

107

（n

° 13-27.691, D
. 2015. 964, note P. T

héry ; D
. 2015. 1339, 

obs. A
. Leborgne ; D

. 2015. 1810, obs. P. Crocq ; R
T

D
 civ. 

2015. 652, obs. W
. D

ross ; Procédures 2015, com
m

. 158, 
obs. C. Laporte ; R

D
 bancaire et fin. 2015, com

m
. 95, obs. 

S. Piédelièvre

）
参
照
。
同
判
決
に
よ
る
と
、「
民
法
典
二
四
六
三

条
の
適
用
に
よ
り
、
所
有
権
を
滌
除
す
る
た
め
の
方
式
を
満
た
し

て
い
な
い
第
三
取
得
者
は
、
支
払
い
又
は
抵
当
不
動
産
を
委
付
す

る
義
務
を
負
う
。
控
訴
院
は
、
Ｘ
氏
が
不
動
産
の
第
三
取
得
者
す

な
わ
ち
追
及
権
の
債
務
者
と
し
て
追
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
お
り
、
差
押
え
に
相
当
す
る
支
払
命
令
の
取
消
請
求
を
根
拠

づ
け
る
た
め
に
被
担
保
債
権
の
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
に
は
十
分

な
根
拠
が
な
い
と
正
当
に
判
断
し
た
」。
破
毀
院
商
事
部
は
、
被
担

保
債
権
の
最
終
的
な
負
担
を
第
三
取
得
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
な

る
こ
の
よ
う
な
解
決
を
採
用
し
な
か
っ
た
（
破
毀
院
商
事
部
二
〇

一
六
年
四
月
五
日
判
決
〔n

° 14-20.467, D
. 2016. 838 ; D

. 2016. 
1955, obs. P. Crocq

〕）。

（
33
）　

破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
七
年
四
月
三
日
判
決
（n
° 06-

12.531, Bull. civ. I, n

° 138 ; JCP G 2007, I, 158, n

° 13, obs. 
Ph. Sim

ler ; JCP E 2007, 1700, note D
. Legeais ; D

. 2007, 
p. 1572, note D

. H
outcieff

）。
破
毀
院
に
よ
る
と
、「
民
法
典
二

三
七
四
条
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
先
取
特
権
の
受
益
者
で
あ
り
、

保
証
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
資
金
貸
付
の
貸
主
は
、
保
証
人

に
対
し
て
、
自
己
の
先
取
特
権
を
登
記
す
る
義
務
を
負
う
」。

（
34
）　

破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
三
年
五
月
一
三
日
判
決
（n

° 00-
15.404, Bull. civ. IV

, n

° 71‌ ; JCP G 2003, I, 174, n

° 15, obs. 
M

. Cabrillac ; LPA
 24‌ nov. 2003, obs. D

. H
outcieff ; R

D
 

bancaire et fin. 2003, com
m

. 181, p. 287, obs. D
. Legeais et 

com
m

. 192, p. 293, obs. F.-X
. Lucas ; R

T
D

 com
. 2003, p. 

803, obs. B. Bouloc ; R
T

D
 com

. 2004, p. 156, obs. A
. 

M
artin-Serf ; D

efrénois 2004, art. 37969, p. 889, obs. J. 
H

onorat ; LPA
 19‌ févr. 2004, p. 4, note E

. M
ouial-

Bassilana.

）。
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
七
年
三
月
八
日
（n

° 14-
29.819

）
も
参
照
。
同
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
質
物
の
裁
判
に
よ
る
付
与
は
債
権
者
の
権
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

が
、
債
権
者
が
別
途
保
証
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

債
権
者
は
、
こ
の
分
配
請
求
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
保

証
人
が
享
受
し
得
た
権
利
を
保
証
人
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
と
き
は
、

［
民
法
典
二
三
一
四
条
］
の
意
味
で
の
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
て
い
る
」。

こ
れ
に
対
し
、
破
毀
院
混
合
部
二
〇
〇
五
年
六
月
一
〇
日
判
決
（n

° 
02-21.296 : Bull. civ. ch. m

ixte 2005, n

° 5‌ ; Bull. inf. C. 
cass. 15‌ juill. 2005, rapp. Cachelot et concl. D

e Gouttes ; 
D

. 2005, p. 2020, note S. Piedelièvre et p. 2087, obs. P. 
Crocq ; JCP G 2005, II, 10130, note Ph. Sim

ler ; JCP E 
2005, p. 1088, note D

. Legeais.

）。

（
35
）　

特
に
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
三
年
一
月
二
一
日
判
決
（n

° 
00-21.654, Bull. civ. IV

, n

° 8, R
D

 bancaire et fin. 2003, 
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com
m

. 71, obs. D
. Legeais ; R

D
C 2003, p. 177, obs. D

. 
H

outcieff.

）
参
照
。
同
判
決
は
、
保
証
人
が
支
払
前
に
債
務
者
に

対
し
て
行
使
し
た
訴
権
を
「
人
的
賠
償
債
権 « créance 

personnelle d

’indem
nité »

」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
意
味

で
、M

. Cabrillac, C. M
ouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, D

roit 
des suretés, op. cit. n

° 278

も
参
照
。

（
36
）　

実
務
上
、
本
条
［
民
法
典
現
二
三
二
一
条
二
項
］
の
非
難
す
る

共
謀
は
、
受
益
者
と
要
請
者
の
間
で
よ
り
も
、
む
し
ろ
受
益
者
と

担
保
提
供
者
の
間
で
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
法

主
体
の
間
で
な
さ
れ
る
悪
意
あ
る
合
意
の
被
害
者
と
な
る
の
は
、

伝
統
的
に
は
上
述
の
要
請
者
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、 

D
. Gallois-Cochet, « La garantie autonom

e et la lettre  
d

’intention », R
LD

A
 2007/4, p. 68‌ et 72 ; A

. Prum
, « La 

consécration légale de la garantie autonom
e », in E

tudes 
offertes au D

oyen P. Sim
ler, D

alloz-Litec, 2006, p. 413

参

照
。

（
37
）　

賃
貸
借
関
係
の
改
善
の
た
め
の
一
九
八
九
年
七
月
六
日
の
法
律

第
四
六
二
号
第
二
二
―
一
―
二
条
に
よ
れ
ば
、
保
証
金
の
預
託

（
寄
託
）
の
代
わ
り
に
独
立
担
保
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
担
保
額
は
賃
料
一
か
月
分
の
限
度
で
の
み
で
あ
る
。

（
38
）　

消
費
法
典
Ｌ
．
三
一
四
―
一
九
条
。

（
39
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、Ch. Juillet, « L

’article 60‌ de la loi 
PA

CT
E, coup d

’envoi de la réform
e des sûretés », loc. 

cit., spéc. n

° 3. 

参
照
。
ジ
ュ
イ
エ
教
授
に
よ
る
と
、「
実
際
、
自

然
人
が
、
保
証
よ
り
も
は
る
か
に
危
険
な
独
立
担
保
を
自
由
に
引

き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
独
立
担
保
の
担
保

提
供
者
は
保
証
制
度
が
提
供
す
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
パ
ク
ト
法
六
〇
条
一
号
に
よ
っ
て

ま
さ
に
再
強
調
さ
れ
て
い
る
」。
二
〇
〇
六
年
の
担
保
法
改
正
の
際

に
す
で
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、J. Stouffl

et, 
« La reconnaissance par l

’ordonnance du 23‌ m
ars 2006 

de deux types de garantie issues de la pratique : la 
garantie autonom

e et la lettre d

’intention », R
ev. 

Sociétés, 2006, p. 473, spéc. n

° 10.

（
40
）　 

特
に
、C.-A

 M
ichel, La concurrence entre les suretés, 

préf. Ph. D
upichot, LGD

J, coll. « Bibl. dr. privé », t. 580, 
2018, spéc. n

° 105

参
照
。

（
41
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、Ph. Sim

ler, Cautionnem
ent – 

G
aranties autonom

es – G
aranties indem

nitaires, op. cit., 
spéc. n

° 7. A
dde, R. Cabrillac, « D

e la loi de substitution 
et de quelques-unes de ses applications en droit privé », 
in E

tudes offertes au D
oyen P. Sim

ler, D
alloz-Litec, 2006, 

p. 19‌ et s. 

参
照
。

（
42
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、C. A

lbigès, « La garantie autonom
e 

et la lettre d

’intention, quelle réform
e ? » in Q

uelle 
réform

e pour le droit des sûretés 

（dir. Y
. Blandin et V

. 
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M
azeaud

）, n

° 30‌ et s. 

参
照
。

（
43
）　

独
立
担
保
に
つ
い
て
す
で
に
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
も
の
と
し

て
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
六
年
六
月
二
〇
日
判
決
（n

° 04-
11.037, Bull. civ. 2006, I, n

° 313 ; JCP G 2006, I, 195, n

° 9, 
obs. Ph. Sim

ler ; JCP G 2006, II, 10141, note S. Piedelièvre ; 
R

T
D

 civ. 2006, p. 592, obs. P. Crocq ; D
efrénois 2006, art. 

38469, p. 1616, obs. G. Cham
penois ; R

D
C 2006, p. 1193, 

obs. D
. H

outcieff.
）。
こ
の
ほ
か
に
、J. Piedelièvre, « D

e 
quelques difficultés posées par la souscription d

’une 
garantie à prem

ière dem
ande par un époux com

m
un en 

biens », JC
P

 N
 1996, I, p. 1319. ; F

. Jacob et N
. 

Rontchevsky, L

’application de l
’article 1415 du C

ode 
civil aux garanties, M

élanges A
ED

BF, éd. Banque 2001, 
p. 197. V

. aussi favorable à l

’application du dispositif à la 
lettre d

’intention, A
.-S. Barthez et D

. H
outcieff, L

es 
sûretés personnelles, op. cit., n

° 1440 ; M
. Bourassin et V

. 
Brém

ond, D
roit des sûretés, op. cit., n

° 514 ; Ph. Sim
ler, n

° 
1075

も
参
照
。

（
44
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、Ph. Sim

ler, Cautionnem
ent – 

G
aranties autonom

es – G
aranties indem

nitaires, op. cit., n

° 
1037 ; A

.-S. Barthez et D
. H

outcieff, Les sûretés personnelles, 
op. cit., n

° 375 ; J. François, Les sûretés personnelles, Econom
ica, 

2004, n

° 480. 

参
照
。

（
45
）　M

. Bourassin et V
. Brém

ond, D
roit des sûretés, op. 

cit., n

° 700.

（
46
）　

特
に
、Y

. Picod, D
roit des sûretés, PU

F, 3
èm

e éd., 2016, n

° 
145. C

om
p. Ph. D

upichot, L
e pouvoir des volontés 

individuelles en droit des suretés, thèse Paris II, préf. M
. 

Grim
aldi, éd. Panthéon-A

ssas Paris II, 2005, n

° 499 ; C-A
. 

M
ichel, La concurrence entre les sûretés, op. cit., n

° 64 ; 
M

. Bourassin, L

’efficacité des garanties personnelles, préf. 
V

. Brém
ond et M

.-N
. Jobard-Bachelier, LGD

J, coll. « Bib. 
D

r. privé », t. 456, 2006, n

° 852

参
照
。

（
47
）　

特
に
、N

. B
orga, L

’ordre public et les sûretés 
conventionnelles – Contribution à l

’étude de la diversité 
des sûretés, préf. S. Porchy-Sim

on, D
alloz, coll. « N

ouv. 
Bibl. de T

hèses », vol. 82, 2009, n

° 465 ; L. A
ndreu et J.-D

. 
Pellier, « L

’incidence de la réform
e du droit des 

obligations sur les suretés personnelles », in Les contrats 
spéciaux et la réform

e du droit des obligations, LGD
J- 

Institut universitaire V
arenne, 2017, p. 521, n

° 27‌

参
照
。

（
48
）　

毎
年
の
情
報
提
供
義
務
の
拡
張
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
主
た

る
債
務
者
の
不
履
行
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
の
拡
張
に
つ
い
て

賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、N

. Borga, L

’ordre public et les 
sûretés conventionnelles – Contribution à l

’étude de la 
diversité des sûretés, op. cit., n

° 483 ; M
. Bourassin, L

’efficacité 
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des garanties personnelles, op. cit., n

° 842. Com
p. Y

. Picod, 
D

roit des suretés, op. cit., n

° 145 ; Ph. Sim
ler et Ph. 

D
elebecque, Les sûretés, la publicité foncière, D

alloz, 7
èm

e 
éd., 2016, n

° 306 et 338 ; M
. Cabrillac, Ch. M

ouly, S. 
Cabrillac et Ph. Pétel, D

roit des sûretés, op. cit., n

° 556.

（
49
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
特
に
、M

. Bourassin et V
. Brém

ond, 
D

roit des sûretés, op. cit., n

° 698 ; T
. D

e Ravel d

’Esclapon, 
Le droit com

m
un des sûretés, Contribution à l

’élaboration 
de principes directeurs en droit des sûretés, thèse 
Strasbourg, 2015, n

° 2346 ; A
.-C. M

ichel, La concurrence 
entre les sûretés, op. cit., n

° 61 ; D
. H

outcieff, « La garantie 
autonom

e souscrite par une personne physique : une 
sûreté en quête d

’identité », R
LD

C, juill.-aout 2006, p. 31‌ 
et s., spéc. n

° 16 ; P. Puig, « Les garanties autonom
es », 

LPA
, 27‌ m

ars 2008, p. 9, spéc. n

° 17. V
. égal en faveur de 

l

’extension de la règle à la lettre d

’intention, J. François, 
L

es suretés personnelles, op. cit., n

° 480. C
ontra, M

. 
Cabrillac, Ch. M

ouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, D
roit des 

sûretés, op. cit., n

° 558 ; Ph. Sim
ler, C

autionnem
ent – 

G
aranties autonom

es – G
aranties indem

nitaires, op. cit., n

° 
1053. Com

p. G. Piette, V

° La lettre d

’intention, R
ep. com

. 
D

alloz, 2007, n

° 67 ; Y
. Picod, D

roit des sûretés, op. cit., n

° 
156.

（
50
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
二
八
六
―
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
人
的
担
保
は
、
債
務
を
負
わ
な
い
第
三
者
に
よ
っ
て
債
権
者
に
対

し
て
引
き
受
け
ら
れ
た
義
務
で
あ
り
、
第
三
者
は
主
た
る
債
務
者

に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
」。

（
51
）　

特
に
、J.-J. A

nsault, Le cautionnem
ent réel, préf. P. 

Crocq, D
efrénois, Coll. « D

octorat et notariat », t. 40, 
2009 ; P. Sim

ler, « Le cautionnem
ent réel est réellem

ent - 
aussi - un cautionnem

ent », JCP 2001. I. 367

参
照
。

（
52
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、J.-J. A

nsault, Le cautionnem
ent 

réel, op. cit., n

° 366 et s. 

参
照
。

（
53
）　

破
毀
院
混
合
部
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
日
判
決
（n

° 03-
18.210, Bull. m

ixte, n

° 7‌ ; D
. 2006. 729, concl. J. Sainte-

Rose ; D
. 2006, p. 733, note L. A

ynès ; D
. 2006, p. 2855, 

obs. P. Crocq ; R
T

D
 civ. 2006. 357, obs. B. V

areille ; R
T

D
 

civ. 2006, p. 594, obs. P. Crocq ; R
T

D
 com

. 2006, p. 465, 
obs. D

. Legeais ; BICC n

° 632, 15‌ janv. 2006, p. 44, rapp. 
Foulquié et avis J. Sainte-Rose ; D

efrénois 2006, art. 
38469, n

° 56, p. 1600, obs. G. Cham
penois ; B

anque et 
droit, n

° 105, janv.-févr. 2006, p. 55, obs. F. Jacob ; CCC 
2006, n

° 61, obs. L. Leveneur ; JCP 2005, II, 10183, note P. 
Sim

ler ; adde B. Beignier, « Bicentenaire d

’Austerlitz : le 
T

rafalgar du cautionnem
ent réel », D

r. fam
. 2006. Étude 

13‌

）。
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破
毀
院
混
合
部
の
表
現
に
よ
る
と
、「
他
人
の
負
債
を
担
保
す
る

た
め
に
同
意
さ
れ
た
物
的
担
保
は
、
他
人
の
債
務
を
満
足
さ
せ
る

た
め
の
い
か
な
る
人
的
義
務
（engagem

ent

）
も
（
含
む
も
の
で

は
な
く
）、
し
た
が
っ
て
、
保
証
で
は
な
い
。
保
証
は
推
定
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。」。

（
54
）　

破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
一
八
年
四
月
一
二
日
判
決
（n

° 17-
17.542, R

T
D

 Civ. 2018 p. 461, obs. P. Crocq

）。

（
55
）　

例
え
ば
、
準
備
草
案
は
、
保
証
法
の
適
用
が
物
的
担
保
法
の
不

可
分
性
を
害
す
る
と
考
え
て
い
る
が
（
準
備
草
案
民
法
典
二
三
〇

七
条
二
項
）、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
に
、J.-J. A

nsault, Le cautionnem
ent réel, op. 

cit.. n

° 517 et s.

（
56
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、A

. Gouëzel et L. Bougerol, « Le 
cautionnem

ent dans l

’avant-projet de réform
e du droit 

des sûretés : propositions de m
odification », D

. 2018, p. 
678. 

も
参
照
。

（
57
）　

こ
の
立
場
に
好
意
的
な
も
の
と
し
て
、
特
に
、J.-. Riffard, 

Le security interest ou l

’approche fonctionnelle et unitaire 
des sûretés m

obilières, préf. J. Stouffl
et et avant-propos G. 

Rouhette, PU
 Faculté de Clerm

ont-Ferrand, LGD
J, 1997 ; 

D
. Legeais Les garanties conventionnelles sur créances, 

préf. P. Rem
y et avant-propos J. Stoufflet, Econom

ica 
1986 ; N

. M
artial-B

raz, D
roit des sûretés réelles sur 

propriétés intellectuelles, préf. D
. Legeais et avant-propos, 

M
. V

ivant PU
A

M
 2007 ; B. Foex, G

uide législatif de la 
CN

U
D

CI, Schultess, 2007 ; N
. M

arital-Braz, « L

’existence 
de m

odèles alternatifs. L

’approche unitaire des sûretés 
m

obilières, solutions pour le droit français ? », in N
. 

Borga et O
. Gout 

（dir.

）, L

’attractivité des sûretés réelles, 
Lextenso, coll. « Grands colloques », 2016, p. 35‌ et s. 

参
照
。

併
せ
て
、les actes du colloque des 11‌ et 12‌ juin 2015 organisé 

par le CED
A

G sur le thèm
e « Q

uelle réform
e pour le 

droit des sûretés  ? », in R
D

BF, janv. 2016, n

° 1‌ （1
ère partie

） 
et R

D
BF m

ars 2016, n

° 2‌ 

（2
èm

e partie

） 

参
照
。
異
な
る
視
角

を
採
用
し
、「
包
括
担
保 « sûreté globale »

」
の
達
成
を
推
進
す

る
も
の
と
し
て
、Y

. Blandin, Sûreté et bien circulant. 
Contribution à la réception d

’une sureté globale, préf. A
. 

Ghozi, LGD
J, coll. « Bibl. dr. privé », t. 567, 2016

も
参
照
。

（
58
）　

特
に
、M

. M
ignot, « L

’antichrèse et l

’hypothèque », in 
Y

. Blandin et V
. M

azeaud 

（dir.

）, Q
uelle réform

e pour le 
droit des sûretés, p. 55‌ et s. 

参
照
。

（
59
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
三
二
条
。

（
60
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
同
様
に
、Ch. Juillet, « L

’article 60‌ 
de la loi PA

C
T

E
, coup d

’envoi de la réform
e des 

sûretés », loc. cit., n

° 11. 

こ
の
担
保
に
つ
い
て
は
、
加
え
て
、

N
. Borga, « Réform

e du gage de stocks : l

’art législatif au 
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plus m
al », BJE

 2016, p. 128 ; Ch. Juillet, « La réform
e du 

gage de stocks  », D
. 2016, Chron. 561

参
照
。

（
61
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
四
六
条
。

（
62
）　

自
動
車
質
権
は
、
共
通
法
上
の
非
占
有
質
権
の
領
域
に
入
る
べ

き
で
あ
る
（
準
備
草
案
民
法
典
二
三
三
八
条
）。

（
63
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
三
八
条
。

（
64
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
三
七
条
。

（
65
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
特
に
、T

. Sam
in, « Réform

e du 
droit des sûretés et activités bancaires : aspects 
intéressant la banque de détail  », R

ev. banc. et fin. 2018, 
dossier 29, spéc. n

° 15‌

参
照
。

（
66
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、L. A

ndreu, « La transform
ation 

des privilèges im
m

obiliers spéciaux en hypothèques 
légales spéciales », in La réform

e du droit des sûretés, 
V

arennes, 2019, p. 291

参
照
。
パ
ク
ト
法
六
〇
条
は
、「
公
示
に

服
す
る
先
取
特
権
」
の
み
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
い

く
つ
か
の
先
取
特
権
―
―
共
有
者
の
先
取
特
権
の
よ
う
に
―
―
は
、

変
わ
ら
ず
神
秘
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
政
府
は
、
そ
れ
ら
を
法

定
抵
当
権
に
変
質
さ
せ
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
結
果
に

な
る
。

（
67
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
四
一
八
条
。

（
68
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
四
三
〇
―
一
条
二
項
。

（
69
）　

民
法
典
二
四
二
八
条
の
草
案
は
、
も
は
や
、
充
塡
抵
当
権
は

も
っ
ぱ
ら
事
業
目
的
で
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な

い
。
立
法
者
が
充
塡
抵
当
権
に
つ
い
て
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
た

意
見
に
反
し
て
、
こ
の
担
保
が
過
剰
債
務
の
一
要
因
で
は
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
担
保
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
特

に
、C

h. G
ijsbers, « R

equiem
 pour l

’hypothèque 
rechargeable », R

L
D

C
 2014, n

° 5341 ; C
h. G

ijsbers, 
« H

ypothèque rechargeable : rétablissem
ent pour les 

professionnels par la loi du 20‌ décem
bre 2014 », D

. 2015, 
p. 62‌

参
照
。

（
70
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
四
二
条
。

（
71
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
六
二
条
。

（
72
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
六
二
条
二
項
。

（
73
）　

後
述
本
文
16
参
照
。

（
74
）　

特
に
、J.-J. A

nsault, Les procédures civiles d

’exécution, 
LGD

J 2019, spéc. n

° 23. A
dde, Ph. D

upichot, Le pouvoir 
des volontés individuelles en droit des suretés, op. cit., n

° 
737

参
照
。

（
75
）　

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
特
にV

., L. A
ynès et P. Crocq, 

D
roit des sûretés, op. cit., n

° 515

参
照
。

（
76
）　

準
備
草
案
民
事
執
行
法
典
R
．
二
二
一
―
五
条
、
R
．
二
二
一

―
一
五
条
、
R
．
二
二
一
―
一
八
―
一
条
、
R
．
二
二
一
―
二
六

―
一
条
及
び
R
．
二
二
一
―
三
九
条
。

（
77
）　

民
法
典
二
二
八
六
条
四
号
。
特
に
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
向
け
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ら
れ
た
多
く
の
批
判
に
つ
い
て
、D

. Legeais, « D
roit de rétention 

du créancier gagiste », R
D

 banc. fin. 2008, com
m

. 139 ; 
S.  Piedelièvre, « Le nouvel article 2286, 4‌

°, du Code civil », 
D

. 2008, p. 2950 

参
照
。
加
え
て
、J.-J. A

nsault, « L

’efficacité 
du gage sans dépossession », in L

’attractivité du droit 
français des sûretés réelles 10‌ ans après la réform

e, op. 
cit., p. 100 et s., spéc. n

° 21‌ et s. 

参
照
。

（
78
）　

こ
の
論
争
に
つ
い
て
、
特
に
、M

. Julienne, « Le nantissem
ent 

de créance : un outil effi
cace ? », in L

’attractivité du droit 
français des sûretés réelles. 10‌ ans après la réform

e, N
.  

Borga et O
. Grout （dir.

）, LGD
J, coll. « Grands colloques », 

2016, p. 133 et s. 

参
照
。
加
え
て
、L. A

ynès, « Le 
nantissem

ent de créance : entre gage et fiducie », D
r. et 

patr., sept. 2017, n

° 162, p 66‌ et s. 

参
照
。

（
79
）　

商
法
典
Ｌ
．
六
四
三
―
一
条
三
項
の
草
案
に
従
え
ば
、「
物
的

担
保
の
名
義
人
で
あ
る
債
権
者
は
、
裁
判
上
の
清
算
の
判
決
以
降

は
、
担
保
目
的
で
あ
る
動
産
若
く
は
不
動
産
の
裁
判
に
よ
る
付
与

を
請
求
す
る
権
限
、
又
は
場
合
に
よ
っ
て
は
流
担
保
条
項
を
援
用

す
る
権
限
を
回
復
す
る
」。

（
80
）　

商
法
典
Ｌ
．
六
四
二
―
二
〇
―
一
条
。

（
81
）　

商
法
典
Ｌ
．
六
二
二
―
七
条
。

（
82
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、F. M

acorig-V
enier, « L

’avant-
projet de réform

e des sûretés de l

’Association H
enri-

Capitant et les m
odifications apportées au livre V

I du 
code de com

m
erce  », Bull. Joly E

ntreprises en diffi
culté, 

janv. 2018, p. 10‌

参
照
。
同
様
にD

. Bondat, « M
enaces par 

ordonnance. À
 propos des articles 16‌ et 64‌ du projet de 

loi relatif à la croissance et à la transform
ation des 

entreprises », D
r. soc., 2019. 35, spéc. n

° 22‌

参
照
。

（
83
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、L. Bougerol-Prud

’hom
m

e, Exclusivité 
et garanties de paiem

ent, préf. P. Cocq, LGD
J, coll. « Bibl. 

dr. privé », t. 538, 2012

参
照
。

（
84
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、P. Crocq, Clause de réserve de 

propriété, JurisClasseur Contrats – D
istribution, Fasc. 

2860, spéc. n

° 50‌

参
照
。

（
85
）　

破
毀
院
商
事
部
一
九
九
六
年
一
月
九
日
判
決
（n

° 93-12.667, 
JCP G 1996, I, 3935, n

° 19, obs. M
. Cabrillac ; R

T
D

 civ. 
1996, p. 436 s., obs. P. Crocq ; D

. 1996, p. 184 s. ; F. 
D

errida ; R
T

D
 com

. 1997, p. 331 s., obs. A
. M

artin-Serf ; 
D

roit et patrim
oine, m

ai 1996, 85, obs. M
. H

. M
onsèrié ; 

JC
P

 G
 1996, I, 3942, n

° 4, obs. Ph. Sim
ler et Ph. 

D
elebecque

）。

（
86
）　

破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
一
四
年
二
月
二
七
日
判
決
（n

° 13-
10.891, Bull. civ., II, n

° 59‌ ; D
r. et patr. nov. 2014, p. 108, 

obs. A
. A

ynès ; JCP G 2014, doctr. 1162, n

° 19, obs. Ph. 
D

elebecque ; R
ev. proc. coll. 2014, com

m
. 112, obs. S. 
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Gjidara-D
ecaix ; R

D
C sept. 2014, 110t2, p. 393, note J. 

K
lein ; D

. 2014, p. 1081, note D
. M

artin ; B
ull. Joly 

E
ntreprises en difficulté juill.-août 2014, 111m

0, obs. F. 
Pérochon et 111j9, obs. F. M

acorig-V
enier ; Banque et 

droit, n
° 156, juill.-août 2014, p. 38, obs. E. N

etter

）。

（
87
）　

破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
判
決
（n

° 07-11.726, 
D

. 2008, p. 1142 et Pan. p. 2104, obs. P. Crocq ; JCP G 
2008, I, 198, n

° 12, obs. M
. Cabrillac ; R

T
D

 com
. 2008, p. 

6 23, obs. A
. M

artin-Serf
）。

（
88
）　

特
に
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
一
年
一
月
一
八
日
判
決
（n

° 
07-14.181, R

ev. Lam
y dr. civ. m

ars 2011, p. 33‌ s., obs. J.-J. 
A

nsault ; R
T

D
 civ. 2011, p. 378, obs. P. Crocq ; D

. 2011, p. 
368, obs. A

. Lienhard ; JCP G 2011, note 524, S. Ravenne

）。

加
え
て
、
同
判
決
に
つ
い
て
、R. D

am
m

ann et Sophia 
Schneider, U

ne protection légitim
e du vendeur avec 

clause de réserve de propriété, m
ais à quel prix ? R

ev. 
Lam

y dr. civ., m
ai 2011, p. 31‌ s. 

参
照
。

（
89
）　

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
第
六
及
び
第
一
一
小
法
廷
二
〇
〇
七
年
一

二
月
一
二
日
判
決
（n

° 296345, A
ct. proc. coll. 2008, com

m
. 

179

）。

（
90
）　

こ
の
変
遷
に
つ
い
て
、
特
に
、L. A

ynès et P. Crocq, 
D

roit des sûretés, op. cit., n

° 775

参
照
。

（
91
）　

特
に
、P. Crocq, « Les sûretés fondées sur le droit de 

propriété », in Y
. Blandin et V

. M
azeaud 

（dir.

）, Q
uelle 

réform
e pour le droit des sûretés  ?, op. cit., p. 75‌ et s. et 

spéc. n

° 8‌ et s. 

参
照
。

（
92
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
七
七
条
一
項
。

（
93
）　

民
法
典
二
三
七
七
条
二
項
。

（
94
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
七
八
条
四
項
。

（
95
）　

前
述
本
文
13
参
照
。

（
96
）　

破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
九
日
判
決
（n

° 05-
16.395, R

T
D

 civ. 2007, p. 161 s., obs. P. Crocq ; D
. 2007, p. 

344 s., note Ch. Larroum
et ; JCP E 2007, 1131, note D

. 
Legeais ; D

efrénois 2007, art. 38562, n

° 29, p. 448 s., obs. E. 
Savaux

）。
こ
れ
に
対
し
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
七
年
二
月
六
日

判
決
（Com

., 6‌ févr. 2007, n

° 05-16.649, R
T

D
 civ. 2007, p. 

373 s., obs. P. Crocq

）。

（
97
）　

カ
タ
ラ
委
員
会
（Com

m
ission Catala

）
に
よ
っ
て
起
草
さ

れ
た
債
務
法
改
正
草
案
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
し
て

い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
草
案
の
民
法
典

一
二
五
七
―
一
条
に
お
い
て
、「
債
権
は
、
代
金
の
定
め
な
く
、
担

保
目
的
で
所
有
権
を
譲
渡
さ
れ
得
る
。
譲
受
人
の
権
利
が
充
足
さ

れ
又
は
被
担
保
債
務
が
他
の
原
因
で
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
債
権

は
譲
渡
人
に
返
還
さ
れ
る
」
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
加
え
て
、P. Crocq, « Les sûretés fondées sur 

le droit de propriété », in Y
. Blandin et V

. M
azeaud 
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（dir.

）, Q
uelle réform

e pour le droit des sûretés ?, op. cit., 
spéc. n

° 15‌

参
照
。

（
98
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
七
三
条
以
下
。

（
99
）　

融
資
会
社
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
以
降
（O

rd., n

° 2013-
544 du 27‌ janv. 2013

）、
一
定
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
二
〇
一
八

年
一
月
三
日
以
降
（O

rd. n

° 2017-1432 du 14‌ oct. 2017

）、
ダ

イ
イ
法
上
の
債
権
譲
渡
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

（
100
）　

通
貨
金
融
法
典
Ｌ
．
二
一
四
―
一
六
九
条
Ｖ
。

（
101
）　

前
述
本
文
14
参
照
。

（
102
）　

準
備
草
案
民
法
典
二
三
六
六
―
一
条
以
下
。

＊　

Jean-Jacques A
nsault

。
パ
リ
第
二
（
パ
ン
テ
オ
ン
＝
ア
サ

ス
）
大
学
教
授
。
二
〇
〇
六
年
に
博
士
（
私
法
）
を
取
得
、
二
〇

一
一
年
に
ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
（
教
授
資
格
試
験
）
に
合
格
後
、

ル
ー
ア
ン
大
学
教
授
を
経
て
、
二
〇
一
九
年
九
月
に
、
故
ピ
エ
ー

ル
・
ク
ロ
ッ
ク
（Pierre Crocq

）
教
授
の
後
任
と
し
て
、
パ
リ
第

二
大
学
に
教
授
と
し
て
着
任
し
て
い
る
。
主
要
著
作
と
し
て
、
学

位
論
文
で
あ
るLe cautionnem

ent réel, préface de Pierre 
Crocq, D

octrat &
 N

otariat, Collection de thèses, t. 40, 
2009, D

efrénois

の
他
、
体
系
書
と
し
て
、Les procédures 

civiles d

’exécution, LGD
J, 2019

が
あ
り
、
担
保
法
、
執
行
法
お

よ
び
倒
産
法
分
野
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

【
訳
者
あ
と
が
き
】

　

本
資
料
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ン
ソ
ー
教
授
が
、
二
〇
一
九

年
に
来
日
し
た
折
、
小
泉
信
三
記
念
慶
應
義
塾
学
事
振
興
基
金
（
小
泉

基
金
）
の
外
国
人
学
者
招
聘
補
助
に
よ
り
、
同
年
一
一
月
一
日
に
、
慶

應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
同
教
授
の
義
塾
訪
問
は
こ
れ
が
二
度
目
で
あ
り
、
最
初
の
訪

問
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
七
日
お
よ
び
八
日
に
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開

催
さ
れ
た
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
担
保
法
の
将
来
（Q

uelles sûretées 
pour dem

ain?

）」
へ
の
参
加
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
ま
さ
し
く
本
資

料
が
検
討
す
る
「
担
保
法
改
正
準
備
草
案
」
が
二
〇
一
七
年
九
月
に
公

表
さ
れ
る
直
前
で
あ
り
、
同
シ
ン
ポ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
の

動
向
を
踏
ま
え
て
、
担
保
法
の
主
要
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
活
発
な
討
論

が
行
わ
れ
た
（
同
シ
ン
ポ
に
つ
き
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
＝
片
山
直

也
訳
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
設
定
者
の
担
保
価
値
維
持
義
務
」
慶
應

法
学
四
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
三
頁
参
照
）。
ア
ン
ソ
ー
教
授
は
、

指
導
教
授
で
あ
る
故
ク
ロ
ッ
ク
教
授
と
と
も
に
来
日
し
、
日
本
通
で
あ

る
ク
ロ
ッ
ク
教
授
か
ら
、
日
本
の
同
僚
や
友
人
の
紹
介
を
受
け
る
と
と

も
に
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
薫
陶
を
授
か
る
な
ど
、
信
頼
関
係
に
満

ち
た
師
と
愛
弟
子
の
微
笑
ま
し
い
光
景
が
記
憶
に
新
し
い
。

　

二
〇
一
九
年
七
月
五
日
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ッ
ク
教
授
急
逝
の
訃
報

は
、
海
を
越
え
て
日
本
で
も
衝
撃
的
に
伝
え
ら
れ
た
。
同
教
授
が
長
ら

く
教
鞭
を
執
ら
れ
た
パ
リ
第
二
大
学
で
は
、
同
大
学
の
紀
要
（Revue 

de droit d
’Assas
）
の
一
九
号
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
号
）
を
ク
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ロ
ッ
ク
教
授
の
追
悼
記
念
号
と
し
、
多
く
の
関
係
者
か
ら
追
悼
文
が 

寄
せ
ら
れ
（
日
本
か
ら
は
大
村
敦
志
教
授
（
学
習
院
大
学
）
が

“Tém
oignage d

’un collègue étranger

”（pp. 7-8

）
と
題
さ
れ
る

心
温
ま
る
名
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
）、
さ
ら
に
ク
ロ
ッ
ク
教
授
の
研

究
分
野
で
あ
る
担
保
法
に
つ
い
て
“Perspectives, D

roit des 
sûretés

”と
題
さ
れ
る
特
集
が
組
ま
れ
、
ア
ン
ソ
ー
教
授
は
そ
の
特
集

の
巻
頭
に
一
番
弟
子
か
つ
同
大
学
の
後
任
と
し
て
“Regard sur  

l

’avant-projet de réform
e du droit de sûretés

”（pp. 104-119

）

と
題
さ
れ
る
論
稿
を
寄
稿
し
て
い
る
。
折
し
も
、
ク
ロ
ッ
ク
教
授
の
招

聘
で
、
招
聘
研
究
員
と
し
て
同
年
九
～
一
〇
月
に
か
け
て
パ
リ
第
二
大

学
に
滞
在
し
て
い
た
片
山
は
、
ア
ン
ソ
ー
教
授
か
ら
ほ
ぼ
完
成
し
て
い

た
生
原
稿
の
提
供
を
受
け
、
か
つ
来
日
の
計
画
が
あ
る
こ
と
を
聞
く
に

及
ん
で
、
日
本
で
も
こ
の
原
稿
を
用
い
て
故
ク
ロ
ッ
ク
教
授
を
偲
ぶ
セ

ミ
ナ
ー
を
企
画
す
る
こ
と
を
持
ち
か
け
、
本
セ
ミ
ナ
ー
が
実
現
す
る
に

至
っ
た
。
当
日
は
、
パ
リ
第
二
大
学
に
二
年
間
（
二
〇
一
二
～
二
〇
一

四
年
）
に
わ
た
り
留
学
し
、
フ
ラ
ン
ス
保
証
法
に
つ
い
て
故
ク
ロ
ッ
ク

教
授
か
ら
直
接
の
指
導
を
受
け
た
齋
藤
由
起
准
教
授
（
大
阪
大
学
）
を

は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
若
手
を
中
心
に
ク
ロ
ッ
ク
教
授
か
ら
直
接
間
接
の

教
え
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
者
が
集
い
、
故
ク
ロ
ッ
ク
教
授
を
偲

び
つ
つ
、
日
仏
両
国
の
担
保
法
改
正
に
向
け
て
活
発
な
意
見
交
換
が
な

さ
れ
た
。

　

以
上
の
経
緯
か
ら
、
本
訳
は
、
ア
ン
ソ
ー
教
授
の
了
解
を
得
て
、
公

刊
さ
れ
た
論
稿
（Jean-Jacques A

nsault, Regard sur l

’avant-

projet de réform
e du droit de sûretés, R

evue de droit  
d

’Assas, N
o 19, pp. 104-119

）
に
準
拠
し
て
行
う
こ
と
と
し
た
。
翻

訳
作
業
は
、
人
的
担
保
の
部
分
の
仮
訳
を
齋
藤
准
教
授
、
物
的
担
保
の

部
分
を
片
山
が
担
当
し
、
相
互
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
形
で
進
め
た
。

　

本
訳
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
エ

ル
バ
ル
テ
ィ
・
ベ
リ
ー
グ
（Elbalti Beligh

）
准
教
授
に
多
く
の
貴

重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
同
准
教
授
の
格
別
の
ご
配
慮
に
御
礼
申
し

上
げ
た
い
。

　

訳
者
は
、
本
論
稿
の
付
属
資
料
と
し
て
、「
担
保
法
改
正
準
備
草
案
」

の
条
文
の
翻
訳
を
準
備
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
別
途
公
刊
す

る
こ
と
と
し
た
（
本
誌
九
十
四
巻
三
号
以
降
掲
載
予
定
）。

　

な
お
、
本
準
備
草
案
公
表
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
担
保
法
改
正

の
動
向
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
由
起
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
然
人
保
証

規
則
の
多
層
的
展
開
―
『
自
然
人
保
証
人
』
の
法
、『
他
人
の
債
務
の

た
め
の
担
保
』
の
法
へ
の
収
斂
？
」
日
仏
法
学
三
〇
号
（
二
〇
一
九

年
）
五
一
頁
以
下
、
瀬
戸
口
祐
基
「
第
一
部
フ
ラ
ン
ス
法
」『
各
国
の

動
産
・
債
権
を
中
心
と
し
た
担
保
法
制
に
関
す
る
調
査
研
究
業
務
報
告

書
』（
二
〇
二
〇
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
一
頁
以
下
、
白
石
大
「
海

外
金
融
法
の
動
向
・
フ
ラ
ン
ス
」
金
融
法
研
究
三
六
号
（
二
〇
二
〇

年
）
一
七
〇
頁
以
下
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

訳
者
を
代
表
し
て
片
山
直
也

＊�　

本
稿
は
、
小
泉
信
三
記
念
慶
應
義
塾
学
事
振
興
基
金
（
小
泉
基
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金
）
の
外
国
人
学
者
招
聘
補
助
な
ら
び
に
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号M

K
K

310J

お
よ
び17K

03461

に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


